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『晴
富
宿
禰
記
』
を
め
ぐ
っ
て

―
―

太

田

晴

道

は

じ

め

に

前
に
筆
者
は

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
京
都
妙
蓮
寺

（本
門
法
華
宗
大
本
山
）
の
再
興
初
祖
日
応
僧
正

（以
下
、

必
要
以
外
は
僧
侶
の
尊
称
を
略
す
）
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
記
の
再
検
討
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
、
日
応
の
事
蹟
ど
、

日
応
を
寺
主
と
仰
ぐ
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
、
当
時
の
妙
蓮
寺
の
様
子
な
ど
に
つ
い
て
は
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

今
回
は
、
当
時
妙
蓮
寺
と
交
渉
の
深
か
っ
た
壬
生
晴
富
の
日
記
を
も
と
に
、
日
応
在
世
中
、
殊
に
文
明
～
明
応
年
間
に
お
け
る
妙
蓮

寺
の
寺
僧
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
に
取
分
け
て

「文
明
～
明
応
期
」
と
限
定
し
た
の
は
、
特
別
な
意
味
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
室
町
時
代
の
妙
蓮
寺
僧
の
動

向
を
知
る
手
懸
り
は
、
三
条
西
実
隆
の
日
記

『実
隆
公
記
』
や
天
皇
側
近
の
女
官
が
書
い
た

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
な
ど
に
若
干
あ

る
も
、
晴
富
の
日
記

『晴
富
宿
禰
記
』
に
最
も
多
く
、
し
か
も
日
常
の
生
活
ぶ
り
が
窺
え
、
そ
の
記
事
が
主
と
し
て
文
明
～
明
応
年
間

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
に
つ
い
て
は
前
述
の
拙
稿

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ
い
て
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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一
　

『晴
富
宿
禰
記
』
と
そ
の
時
代

『晴
富
宿
禰
記
』
（以
下
、
国
握
昌
記
』
と
略
称
）
は

『晴
富
卿
記
』
と
も

『小
槻
晴
富
記
」
と
も
い
い
、
下
級
貴
族
の
壬
生

（本
姓

は
小
槻
氏
）
晴
富
の
日
記
で
あ
る
。
自
筆
原
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
刊
本
と
し
て
は
同
所
よ
り

「図
書
寮
叢
刊
」

の

一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
所
引
の

『晴
富
記
」
は
、
す
べ
て
そ
の
刊
本
に
拠

っ
て
い
る
。

『晴
富
記
』
の
現
存
年
次
は
、
文
安
三
年

（
一
四
四
六
）、
寛
正
四
～
六
年

（
一
四
六
三
～
六
五
）、
文
明
十
～
十
二
年

（
一
四
七
八

～
八
〇
）、
延
徳
二
年

（
一
四
九
〇
）、
同
四
年

（
一
四
九
二
）、
明
応
二
年

（
一
四
九
二
）、
同
四
～
六
年

（
一
四
九
五
～
九
七
）
の
十

三
カ
年
分
で
、
年
間
完
備
し
た
年
は
無
い
。
紙
背
文
書
を
有
し
、
そ
れ
に
は
日
応
の
書
状
も
含
ま
れ
て
い
る
。

『晴富宿禰記Jの現存年月表

〈○の無い数字は閏月を示す〉

文安 3年(1446)①  ④  ⑦

寛正4年(1463)        ⑩⑪⑫
寛正 5年(1464)②③

寛正 6年(1465)       ⑨
文明10年(1478)①②③④    ⑨ ⑪⑫

文明11年 (1479)①②③④⑤⑦③⑨ 9⑩⑪⑫

文明12年 (1480)①②

延徳 2年(1490)       ⑨⑩⑪⑫

延徳4年(1492)  ④⑤⑥

明応 2年(1493) ④ 4⑤⑥⑦③⑨

明応4年(1495)①②③  ⑥⑦③⑨

明応5年(1496)     ⑦③

明応6年(1497)②③

(『国史大辞典』4 記録年表 により作成)
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そ
れ
で
は
、
『
晴
富
記
』
が
書
か
れ
た
時
代
、
特
に
妙
蓮
寺
に
関
す
る
記
事
が
頻
出
す
る
文
明
十
年
～
明
応
六
年
頃
は
、　
一
体
ど
の

よ
う
な
時
代
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
妙
蓮
寺
僧
の
行
動
や
生
活
ぶ
り
を
理
解
す
る
た
め
に
、
時
代
的
背
景
を
日
本
史
と
日
蓮

門
下
教
団
史
の
面
か
ら
略
述
し
て
お
き
た
い
。

応
仁

・
文
明
の
大
乱
が
終
息
し
た
の
は
、
文
明
九
年

（
一
四
七
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
乱
が
静
ま
っ
た
の
は
洛
中
の
み

で
、
諸
国
で
の
戦
乱
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。
河
内
で
の
畠
山
政
長
と
畠
山
義
就
の
戦
い
は
、
文
明
十
四
年

（
一
四
八
二
）
に
は

戦
場
が
南
山
城
に
移
り
、
同
十
七
年

（
一
四
八
五
）
に
は
山
城
国

一
揆
の
撤
退
要
求
に
よ
り
河
内
に
移
り
、
両
畠
山
の
対
立
は
明
応
二

年

（
一
四
九
二
）
ま
で
続
い
て
い
る
。

幕
政
面
で
は
、
時
の
将
軍
は
足
利
義
尚
、
執
政

（後
見
役
）
は
そ
の
母
富
子

（
日
野
氏
）
で
、
有
名
な
女
人
政
治
の
時
代
で
あ
っ
た
。

前
将
軍
義
政
は
妻
富
子
と
不
和
に
な
り
、
東
山
山
荘
を
造
営
し
て
隠
棲
し
、
東
山
殿
と
称
さ
れ
た
。
乱
後
ま
も
な
い
文
明
九
年
十
二
月
、

畠
山
政
長
は
管
領
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
政
長
は
長
享
元
年

（
一
四
八
七
）
八
月
ま
で
在
職
し
て
い
た
が

（文
明
十
八
年
七
月
を
除
く
）、

同
族
義
就
と
の
戦
い
に
明
け
く
れ
て
い
た
た
め
、
管
領
と
し
て
の
実
力
は
無
く
、
富
子
が
実
権
を
握

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

文
明
十
五
年

（
一
四
八
三
）、
富
子
は
義
尚
と
も
不
和
に
な
り
、
権
力
を
失
墜
。
幕
府
は
義
政
と
義
尚
の
執
政
に
な
り
、
幕
府
の
儀

式
は
義
尚
が
、
禅
院
関
係
の
諸
事
は
義
政
が
管
掌
し
た
と
い
莞
ｏ
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
的
に
は
無
為
無
策
で
、
将
軍
義
尚
以
下
日
夜

酒
宴
に
明
け
暮
れ
、
大
御
所
的
な
立
場
に
あ
っ
た
義
政
は
ま
た
東
山
山
荘
に
ひ
と
り
風
雅
隠
遁
の
生
活
を
楽
し
む
て
い
た
ら
く
で
あ

っ

た
と
い
殖
ｏ

そ
う
し
た
義
尚
が
、
長
享
元
年
、
番
衆
ら
に
担
ぎ
出
さ
れ
、
近
江
守
護
六
角
高
瀬
を
討
つ
た
め
出
陣
し
た
。
し
か
し
、
義
尚
は
同
三

年

（延
徳
元
年

ｏ
一
四
八
九
）
に
、
近
江
鈎
の
陣
で
病
死
し
、
翌
年
に
は
義
政
も
病
死
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

延
徳
二
年
、
足
利
義
材
が
新
将
軍
と
な
る
が
、
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
、
明
応
二
年

（
一
四
九
二
）
に
は
将
軍
職
を
剥
奪

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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さ
れ
、
政
元
は
関
東
公
方
足
利
政
知
の
子
義
週

（後
の
義
澄
）
を
将
軍
に
迎
え
た
。
以
後
、
細
川
政
権
の
確
立
に
よ
り
将
軍
の
権
力
は

失
墜
し
、
室
町
幕
府
は
崩
壊
の
道
を
辿
る
の
で
あ
る
。

仏
教
界
も
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
前
期
、
朝
廷
や
幕
府
の
絶
大
な
庇
護
の
も
と
に
京
都
仏
教
界
に
君
臨
し
て
い
た
の
は

臨
済
禅
で
あ
る
が
、
応
仁

・
文
明
の
大
乱
に
よ
り
、
「叢
林
」
で
あ
る
京
五
山
の
南
禅
寺

・
相
国
寺

・
建
仁
寺

・
天
竜
寺
は
全
山
烏
有

に
帰
し
、
東
福
寺
は
本
坊
を
残
す
の
み
で
五
山
中
最
も
整
備
さ
れ
て
い
た
塔
頭
の
大
部
が
焼
失
、
十
刹

・
諸
山
も
多
く
が
焼
亡
し
た
。

ま
た

「
林
下
」
の
妙
心
寺

。
竜
安
寺
も
同
じ
く
兵
火
に
か
か
っ
た
。

浄
土
宗
寺
院
も
悉
く
兵
火
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
荒
廃
し
た
。
旧
仏
教
寺
院
の
被
害
も
甚
大
で
、
上
京
や
東
山
山
麓
辺
の
寺
院
や
里

坊
は
殆
ど
潰
滅
し
、
そ
の
復
興
は
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
廃
絶
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
京
都
の
法
華
諸
山
は
、
そ
の
大
部
分
が
洛
中
に
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
は
比
較
的
軽
微
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
洛
中
洛
外
の
大
半
が
焦
土
と
化
し
た
と
い
わ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
奇
跡
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

大
乱
以
前
の
日
蓮
門
下
寺
院
に
は
、
妙
本
寺

（妙
顕
寺
）

。
本
国
寺

・
大
妙
寺

・
宝
国
寺

・
上
行
院

・
住
本
寺

。
本
門
寺

。
妙
覚
寺

・

弘
経
寺

ｏ
本
満
寺

・
本
覚
寺

ｏ
立
本
寺

・
妙
蓮
寺

・
妙
満
寺

。
本
禅
寺

・
本
能
寺

・
妙
泉
寺

ｏ
学
養
寺

・
本
法
寺

・
妙
願
寺
な
ど
が
あ

り
、
そ
の
中
で
乱
後
消
息
が
不
明
に
な
っ
た
の
は
本
門
寺
の
み
で
あ
る
。

日
隆
示
寂
の
翌
年
、
寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）
派
閥
抗
争
を
く
り
返
し
て
い
た
日
蓮
門
下
諸
門
流
に
は
、
和
融
の
動
き
が
起

っ
た
。

加
え
て
山
門
衆
徒
は
、
洛
中
の
法
華
諸
山
を
破
却
す
る
旨
を
通
告
し
た
来
た
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
翌
七
年
二
月
十
六
日
、
諸
門
流
は

一
味
和
合
の
盟
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
る

（寛
正
の
盟
約
）。
京
都
の
半
分
は
法
華
宗
と
い
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
フ」
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
諸
門
流
は
和
融
し
た
も
の
の
、
八
品
門
流
の
中
で
本
能
寺
と
妙
蓮
寺
は
、
永
享
元
年

（
一
四
二
九
）
以
来
、
互
い
に
義
絶

し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
本
能
寺
の
日
学
と
妙
蓮
寺
の
日
忠
兄
弟
は
和
解
の
道
を
求
め
て
運
動
し
、
寛
正
の
盟
約
の
成

っ
た
年
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の
文
正
元
年

（
一
四
六
六
。
二
月
に
寛
正
よ
り
文
正
と
改
元
）
七
月
、
日
学
は
両
師
の
見
解
を

『妙
蓮
寺

・
本
能
寺
両
門
和
合
決
』

一

巻
と
し
て
著
し
て
い
る
。
両
師
の
努
力
が
実
り
、
両
山
が
和
解
し
た
の
は
文
明
十
五
年

（
一
四
八
二
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

文
明
の
乱
以
後
の
荒
廃
し
た
洛
中
に
あ
っ
て
、
法
華
宗
諸
門
流
の
発
展
ぶ
り
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
文
明
九
年

（
一
四
七

七
）
春
、
円
教
院
日
意
は

一
条
尻
切
屋
町
に
妙
伝
寺
を
創
し
て

「
西
身
延
」
と
称
し
、
文
明
十
二
年

（
一
四
八

一
）
十
月
に
本
国
寺
に

て
行
わ
れ
た
宗
祖
二
百
遠
忌
大
法
要
に
は
参
詣
者
が
群
を
な
し
た
と
い
う
。
文
明
十
八
年

（
一
四
八
六
）
八
月
二
十

一
日
、
足
利
義
政

が
妙
蓮
寺
に
参
詣
し
、
同
年
十
月
十
日
に
は
本
満
寺
の
本
堂
建
立
に
つ
き
、
本
尊
の
遷
座
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
享
二
年

（
一
四

八
八
）
四
月
二
十
八
日
、
妙
本
寺
か
ら
分
か
れ
た
常
不
軽
院
日
真
は
四
条
大
宮
に
本
隆
寺
を
建
て
、
同
年
中
、
日
祝
は
四
条
の
南
万
里

小
路
東
に
頂
妙
寺
を
建
立
し
、
こ
こ
に
後
に
い
う
京
都
二
十

一
本
山
は
す
べ
て
出
揃
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
法
華
宗
の
発
展
は
、
法
華
宗
が

「有
徳
人
」
と
呼
ば
れ
る
有
力
町
人
た
ち
の
厚
い
外
護
の
も
と
、
積
極
的
に
公
武
と
交
渉

を
持

っ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

一
一　
壬
生
晴
富
と
妙
蓮
寺

壬
生
晴
富
は
応
永
二
十
九
年

（
一
四
三
二
）、
晨
照
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
同
三
十
三
年
従
五
位
下
、
永
一号
五
年

（
一
四
三
三
）
民

部
少
輔
、
文
安
三
年

（
一
四
四
六
）
正
五
位
下
、
同
四
年
主
殿
頭
、
同
五
年
兼
造
東
大
寺
次
官
、
宝
徳
三
年

（
一
四
五

一
）
正
五
位
上
、

康
正
元
年

（
一
四
五
五
）
従
四
位
下
、
寛
正
三
年

（
一
四
六

一
）
従
四
位
上
、
同
六
年
正
四
位
下
に
そ
れ
ぞ
れ
叙
任
さ
れ
、
応
仁
二
年

（
一
四
六
八
）、
父
の
死
後
に
左
大
史
と
し
て
官
務
並
氏
長
者
事
を
奉
じ
、
文
明
十
四
年

（
一
四
八
二
）
正
四
位
上
に
進
み
、
延
徳
二
年

（
一
四
九
〇
）
に
は
壬
生
流
小
槻
氏
と
し
て
初
め
て
治
部
卿
に
補
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
、
出
家
し
て
法
号
を
道
秀
と
称
し
、
多
宝
院
と

号
し
、
永
正
元
年

（
一
五
〇
四
）
十

一
月
二
十
二
日
、
八
十
三
歳
で
卒
去
し
た
。

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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晴
富
の
後
嗣
は
雅
久
で
、
女
子
の

一
人
は
後
奈
良
院
の
後
宮
に
入
り
伊
予
局
ま
た
は
三
位
局
と
よ
ば
れ
、
竹
内
門
跡
准
后
覚
怒
を
生

ん
で
い
る
。

「晴
富
記
』
寛
正
四
年

（
一
四
六
三
）
十
月
四
日
条
に
、

四
日
配　
晴

頭
殿
令
向
明
蓮
寺
給
、

と
あ
る
が
、
「明
蓮
寺
」
は

「妙
蓮
寺
」
の
当
て
字
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
同
日
記
の
文
安
二
年
七
月
二
十
八
日
条
ヵと
寛
正
四
年
十

月
二
日
条
に
は
中
道
寺
を

「中
導
寺
」
と
記
し
、
寛
正
四
年
十

一
月
四
日
条
に
は
南
禅
寺
を

「南
前
寺
」
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
右
記
事
の
明
蓮
寺
が
妙
蓮
寺
に
相
違
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
『
晴
富
記
』
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
初
見
は
、
寛
正
四
年
十
月
四
日
条
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
右
記
事
の
頭
殿
と
は
晴
富
の
父
晨
照
で
あ
る
か
ｍ
、
壬
生
家
と
妙
蓮
寺
の
交
流
は
、
晨
照
の
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

寛
正
六
年

（

十
八
日
嬢
一
四
六
五
）
九
月
十
八
日
条
に
は
、

晴
自
未
時
小
雨
洒
、
入
夜
大
雨
大
風

（中
略
）

浄
行
坊
之
医
書
等
置
文
庫

と
、
浄
行
坊
の
医
書
等
を
官
務
文
庫
に
置
い
た
記
事
で
あ
る
が
、
浄
行
坊
と
は
後
述
す
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
で
あ
る
。
文
庫
と
は
壬
生
官

務
家
の
文
庫
で
、
太
政
官
文
書
や
記
録
を
保
管
し
て
い
た
官
文
殿
が
嘉
禄
二
年

（
一
三
二
六
）
に
焼
失
し
て
以
来
、
官
務
家
の
文
庫
が

そ
の
代
わ
り
に
利
用
さ
れ
、
半
ば
公
の
文
庫
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
庫
に
、
浄
行
坊
の
医
書
を
置
い
た
と
い
う
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こ
と
は
、
よ
ほ
ど
貴
重
な
医
書
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
が
、
妙
蓮
寺
の
寺
僧
が
、
早
い
時
期
か
ら
壬
生
家
と
深
い
係
り
が
あ
っ
た
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の

一
条
は
、
『晴
富
記
』
に
お
け
る
妙
蓮
寺
僧
の
初
見
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

『晴
富
記
』
で
明
確
に
妙
蓮
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
記
事
の
初
見
は
、
左
の
文
明
十
年

（
一
四
七
八
）
正
月
四
日
条
で
あ
る
。

四
日
孵
　
晴

（中
略
）

晩
向
妙
蓮
寺
、
携
小

一
献
、
今
朝
被
招
引
、
不
罷
向
、
働
今
夕
向
之
、

朝
、
妙
蓮
寺
よ
り
招
か
れ
た
が
行
か
れ
ず
、
夕
方
に
酒
を
携
え
て
向

っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
時
妙
蓮
寺
の
日
応
は
五
十

五
歳
、
晴
富
は
二
歳
上
の
五
十
七
歳
で
あ
る
。
日
応
は

一
年
前
の
文
明
九
年
二
月
、
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
以
降
、
妙
蓮
寺
と
寺
僧
た
ち
の
記
事
が
頻
繁
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
か
ら
晴
富
と
妙
蓮
寺
の
往
来
が
頻
繁
に
な

っ

た
か
ら
で
は
な
い
。
日
記
の
現
存
部
分
が
多
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
前
十
三
年
間
、
正
確
に
は
十
二
年

三
カ
月
分
が
散
供
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
現
存
部
分
も
殆
ど
断
簡
の
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
妙
蓮
寺
に
関
す
る
記
事
は
、
文
明
九
年

よ
り
前
で
は
、
す
で
に
引
用
し
た
ニ
カ
条
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
を
遡
っ
て
詳
し
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
明
十
年
の
現
存
七
カ
月
の
記
録
の
み
を
見
て
も
、
妙
蓮
寺
に
係
る
記
事
が
三
十
九
カ
条
も
あ
り
、
現
存
し
な
い

文
明
九
年
分
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
近
い
数
の
記
事
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
散
供
し
た
部
分
に
は
相

当
数
の
妙
蓮
寺
関
係
の
記
事
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
今
日
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

『
晴
富
記
』
中
の
妙
蓮
寺
関
係
の
記
事
で
、
数
力
所
目
に
つ
く
の
が

「
節
養
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
明
十
年
正
月
九

日
条
に
、

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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九
日
妊
晴

妙
蓮
寺
浄
行
坊
節
養
、
上
人
被
相
招
之
間
向
之
、
自
朝
飯
入
夜
宴
会
、
比
席
本
国
寺
上
人
片
時
来
臨
、
則
被
帰
之
、
持
教
来
、
有

和
歌
、

と
あ
る
よ
う
に
宴
会
や
和
歌
が
行
わ
れ
た
り
、
ま
た
同
月
二
十
八
日
条
に
は
、

廿
八
日
孵

晴
、
哺
雨
洒
又
晴
、
入
夜
雨

妙
蓮
寺
仏
乗
坊
節
養
、
上
人
被
渡
、
依
招
引
予
向
之
、
朝
飯

ｏ
風
呂

ｏ
点
心
等
、
及
大
飲
乱
舞
、

と
あ

っ
て
朝
飯

・
朝
風
呂

ｏ
点
心

・
宴
会
が
有

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
節
養
」
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
浅

学
に
し
て
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
知
り
得
な
い
が
、
「摂
養
」
と
同
義
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る

（あ
る
い
は
妙
蓮
寺
を
明
蓮
寺
と

記
し
た
如
く
、
摂
養
を
節
養
と
記
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
）。
即
ち
、
節
養
と
は
養
生
の
意
味
で
、
そ
の
実
、
寺
院
で
の
宴
席
を
意
味

し
た
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
日
記
に
は
、
こ
う
し
た
節
養
の
た
め
招
か
れ
た
記
事
、
節
養
の
語
は
な
い
が
宴
席
に
招
か
れ

た
記
事
が
多
く
、
ま
た
晴
富
の
子
雅
久
も
招
か
れ
て
お
り
、
晴
富
父
子
は
妙
蓮
寺
と
深
く
係
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
日
記
で
見
る
限
り
、
貴
族
出
身
の
貫
首
日
応
と
官
務
家
の
晴
富
と
い
っ
た
公
的
関
係
を
超
え
た
何
か
が
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

晴
富
の
公
務
を
超
え
た
妙
蓮
寺
と
の
関
係
を

『晴
富
記
』
で
見
る
な
ら
ば
、
第

一
に
晴
富
は
妙
蓮
寺
の
談
義
を
し
ば
し
ば
聴
聞
し
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
子
雅
久
も
し
ば
し
ば
聴
聞
し
て
い
る
。
さ
ら
に
雅
久
は
、
妙
蓮
寺
で
聴
聞
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

妙
蓮
寺
僧
を
自
宅
に
招
い
て
聴
聞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
明
十

一
年

（
一
四
七
九
）
四
月
二
十
四
日
条
に
、

廿
四
日
厳
　
晴
　
四
月
中
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（壬
生
雅
久
）

十
乗
坊
日
忠
於
官
務
方
談
法
華
経
、

と
あ
る
よ
う
に
、
妙
蓮
寺
日
忠
を
招
い
て
聴
聞
し
て
い
る
。

ま
た
晴
富
は
文
明
十
年
正
月
十
日
条
に
、

十
日
醸
　
晴

（中
略
）
（
日

応

）

及
晩
妙
蓮
寺
可
向
本
国
寺
之
由
被
相
伴
之
間
、
同
道
、
有

一
献
、
数
献
、
日
蓮
本
尊
数
幅
令
拝
見
了
、
童
形
出
座
及
大
飲
了
、

と
あ
る
よ
う
に
、
日
応
に
同
道
し
て
本
国
寺
に
行
き
、
宗
祖
の
御
本
尊
を
拝
見
し
て
い
る
。

壬
生
家
は
隣
接
す
る
壬
生
律
院

（宝
憧
三
昧
寺

・
壬
生
地
蔵
堂
）
が
菩
提
寺
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
晴
富
は
内
心
法
華

宗
に
帰
依
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

（延
徳
四
年
六
月
六
日
条
）

六
日
」
晴

十
如
院
沙
汰
之
云
々
、
西
向
母
儀
也
、
西
隣
八
木
松
若
宅
、
西
向
籠
居
、

近
衛
尼
公
夜
前
破
卒
去
キ
霞
、没
後
事
、

（明
応
二
年
六
月
五
日
条
）

五
日
戯
　
晴
、
陰
、
自
午
降

西
向
母
儀
駈
衛
一
廻
也
、
妙
蓮
寺

・
十
如
院
以
下
五
人
招
請
之
云
々
、

延
徳
四
年

（
一
四
九
二
）
は
疫
病
が
大
流
行
し
、
死
者
が
続
出
し
た
。
壬
生
雅
久
妻
の
母
、
近
衛
尼
公

（近
衛
局
）
は
六
月

一
日
に

発
病
し
た
た
め
壬
生
家
の
西
隣
り
の
青
侍
八
木
松
若
宅
に
移
り
、
六
日
夜
前
に
卒
去
し
た
。
そ
の
葬
儀
は
後
述
す
る
妙
蓮
寺
十
如
院
が

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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執
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
応
二
年

（
一
四
九
二
）
六
月
五
日
の

一
周
忌
は
、
日
応

・
十
如
院
以
下
五
人
の
僧
を
招
請
し
て
執

行
さ
れ
た
。

ま
た
、
文
明
十
年
二
月
二
十
九
日
条
に
は
、

廿
九
日
断
　
夜
雨
　
至
巳
刻
陰

妙
蓮
寺
以
書
状
被
招
常
住
院
以
下
三
客
僧
、
被
羞
時
、
予
相
伴
、
斎
了
又
有
数
献
、
及
乱
舞
、

と
あ

っ
て
、
日
応
が
尼
崎
法
華
堂
、
即
ち
本
興
寺
の
常
住
院
日
学

（妙
蓮
寺
日
忠
の
肉
兄
）
ら
を
招
い
た
時
、
晴
富
も
相
伴
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
如
何
な
る
場
所
に
で
も
相
伴
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
晴
富
が
特
別
な
信
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
は
、
学
芸
面
で
の
深
い
交
流
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
列
記
す
れ
ば
、

１

（文
明
十
年
正
月
九
日
条
）
晴
富
は
妙
蓮
寺
浄
行
坊
の
節
養
に
招
か
れ
、
和
歌
会
が
開
か
れ
た
。

２

（同
年
二
月
九
日
条
）
日
応
は

『職
原
抄
』
二
冊
を
商
人
よ
り
購
入
、
そ
れ
を
晴
富
が
講
読
し
た
。

３

（同
十
二
日
条
）
日
応
は
晴
富
邸
を
訪
問
し
、
前
栽
を
見
物
し
た
。

４

（同
年
十
二
月
十
七
日
条
）
日
応
は
晴
富

・
欄
庵

（宗
報
首
座
）

ｏ
院
庁
種
直
ら
を
招
く
。
欄
庵
は

『
三
体
詩
』
の
華
清
宮
之
詩

一

首
を
談
じ
、
晴
富
は
欄
庵
ら
が
帰

っ
た
後
、
児
童
の
願
い
に
よ
り

『
三
体
詩
』
を
教
え
た
。

５

（文
明
十

一
年
二
月
十
五
日
条
）
早
朝
、
晴
富
は
妙
蓮
寺
の
談
義
を
聴
聞
し
、
方
丈
に
て
時
食
後

『
三
体
詩
』
を
日
応
に
伝
授
し
、

過
去
帳
等
を
染
筆
し
た
。

６

（同
十
七
日
条
）
陳
外
郎
が
妙
蓮
寺
に
招
か
れ
、
晴
富
も
ま
た
招
か
れ
て
和
歌
会
が
開
か
れ
た
。
中
御
門
宣
胤
も
臨
時
に
来
会
し
て

い
る
。

７

（同
年
七
月
二
十
九
日
条
）
晴
富
は
、
妙
蓮
寺
十
乗
坊
日
忠
に
望
ま
れ
、
『文
選
表
序
』
な
ど
を
書
き
送

っ
た
。
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８

（同
年
十
月
九
日
条
）
十
乗
坊
日
忠
は
、
晴
富
を
訪
問
し
、
『法
華
大
綱
』
の
外
題
染
筆
を
懇

望
し
た
。

９

（文
明
十
二
年
正
月
二
十
二
日
条
）
晴
富
は
妙
蓮
寺
の
歌
神
楽
に
招
か
れ
、
綾
小
路
有
俊

・
世

尊
寺
遁
世
僧
中
薫
ら
と
同
席
す
。
有
俊
が
纂
策
を
、
多
久
時
が
尺
八
を
吹
い
た
。

１０
（同
二
十
四
日
条
）晴
富
は
旧
冬
よ
り
日
応
に
頼
ま
れ
て
い
た

『法
花
例
講
問
答
』
第
七
を
書
写

染
筆
し
、
こ
の
日
送

っ
た
。

以
上
の
記
事
に
見
ら
れ
る
通
り
、
晴
富
の
学
識
教
養
の
高
い
こ
と
が
、
尚

一
層
妙
蓮
寺
と
の
関

係
を
深
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
学
芸
面
で
は
、
日
応
と
三
条
西
実
隆
の
交

流
も
顕
著
で
、
糸
久
宝
賢
氏
は
日
応
の
出
身
家
系
に
関
連
す
る
交
際
は
別
に
し
て
も
、
学
識
教
養

に
関
わ
る
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
晴
富
と
妙
蓮
寺
僧
た
ち
と
は
、
た
い
へ
ん
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
晴
富
が
妙
蓮
寺
へ
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
理
由
に
も
う

一
つ
、
晴
富
邸
と
妙
蓮
寺
が
比
較

的
近
距
離
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
成
立
の

『
公
武
大
体
略
記
』
に
は
晴
富
の
住
居
を

「
五
条
の
坊
門
壬

生
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た

『晴
富
記
』
文
明
十

一
年
十

一
月

一
日
条
に
は
、

一日
任
晴

（中
略
）

子
初
剋
有
火
事
、
綾
小
路
坊
城
東
頬
陣
耐
東
在
家
助
太
郎
宅
以
下
五
六
間
炎
上
、
西
隣
也
、

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

妙蓮寺と晴自邸の位置
 {il l

|  IL__J[___」 [___JI__‖ _

□瓢□□□巨

け籠ぬ
ム
〓矢
路

「一
朱

年

総

誕
郡
川

／１
、
　

五
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

怖
畏
之
処
、
無
為
之
条
、
守
公
神
之
擁
護
也
、
可
貴
、
自
妙
蓮
寺
大
勢
来
、
警
固
之
、

と
あ
り
、
晴
富
邸
の
位
置
を
更
に
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
火
事
騒
ぎ
に
、
妙
蓮
寺
よ
り
大
勢
か
け

つ
け
、
晴
富
邸
を

警
固
し
た
と
あ
る
が
、
当
時
の
妙
蓮
寺
は
綾
小
路
大
宮

（
五
条
坊
門
大
宮
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
は
三
百
メ
ー
ト
ル
程
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

長
々
と
晴
富
と
妙
蓮
寺
の
関
係
を
述
べ
て
き
た
が
、
『晴
富
記
』
に
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
に
関
す
る
記
事
が
多
い
の
は
、
上
記
の
よ

う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

〓
一

『晴
富
記
』
所
見
の
妙
蓮
寺
僧

『晴
富
記
』
に
見
え
る
妙
蓮
寺
僧

（
日
応
を
除
く
）
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
僧
名
と
、
所
見
の
回
数

（日
記
の
条
数
で

一
日
の
条
に
何
回
同
じ
名
が
見
え
て
も

一
回
と
す
る
）
ｏ
初
出
年
月
日
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
翁
晴
富
記
』
の
初
見
順
）

①
浄
行
坊
日
運
　
Ｈ
　
寛
正
６
ｏ
９
ｏ
ｌ８
条

②
明
浄
坊
通
盛
　
２‐
　
文
明
１０
ｏ
正

・
５
条

③
理
乗
坊
通
祐
　
９
　
文
明
１０
ｏ
正

・
６
乗

④
十
乗
坊
日
忠
　
１６
　
文
明
１０
・
正

ｏ
ｌ４
条

⑤
松
林
坊
　
　
　
１
　
文
明
１０
ｏ
正

ｏ
２２
条
の
み

⑥
仏
乗
坊
　
　
　
２
　
文
明
１０
ｏ
正

・
お
条

⑦
明
現
坊
　
　
　
３
　
文
明
１０
ｏ
２
ｏ
３
条

③
玉
住
坊
　
　
　
４
　
文
明
１０
ｏ
２
ｏ
３
条
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⑨
常
楽
坊
　
　
　
４
　
文
明
１０

⑩
仏
性
院
日
慶
　
３
　
文
明
１０

①
大
成
坊
　
　
　
２
　
文
明
１０

⑫
真
如
坊
　
　
　
１
　
文
明
１０

⑬
本
行
坊
日
乗
　
２
　
文
明
Ｈ

⑭
大
法
坊
日
？
　
５
　
文
明
Ｈ

⑮
金
乗
坊
　
　
　
１
　
文
明
Ｈ

⑩
竹
坊
　
　
　
　
１
　
文
明
Ｈ

①
仏
性
院
弟
子
　
１
　
文
明
Ｈ

⑬
戒
善
坊
　
　
　
１
　
文
明
Ｈ

⑩
千
如
院
　
　
　
７
　
延
徳
４

⑩
日
応
付
弟
　
　
１
　
明
応
４
ｏ

以
下
、
①
～
⑩
の
各
師
に
つ
い
て
、
そ

①
の
浄
行
坊
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
寛

見
で
、
以
後
十

一
回
そ
の
名
が
見
え
る

十
八
日
輛
　
晴
、
小
寒
十
二
月
節

（中
略
）

曾

）
　

　

　

　

安

）

為
賀
予
昇
進
、
官
務
構

一
献
於
予
方
、
式
三
献
等
厳
重
之
祝
言
、
浄
行
坊
日
運
随
身

一
樽
、
大
飲
、

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

正 4101054正 正 3332

響翼委峯馨ゑ翼彙各翼翼奨
み   み み み      み

れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

正
六
年
九
月
十
八
日
、
晴
富
邸
内
の
文
庫
に
医
書
を
置
い
た
と
い
う
記
事
が

『晴
富
記
』
の
初

が
、
延
徳
二
年
十

一
月
十
八
日
条
に
、
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

と
あ
り
、
日
運
と
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
明
十
年
正
月
九
日
に
は
浄
行
坊
で
節
養
が
あ
り
、
和
歌
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
浄
行
坊
の
節
養
は

恒
例
行
事
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
翌
十
二
年
正
月
九
日
条
に
も

「如
佳
例
浄
行
坊
節
養
、
晩
（磁
）
入
夜
有
乱
舞
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
浄

行
坊
は
し
ば
し
ば
晩
餐
会
を
催
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
裕
福
さ
が
窺
え
る
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
文
明
十

一
年
八
月
十

一
日
条
に
、

浄
行
坊
が
三
階
の
座
敷
を
構
え
た
記
事
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

十
一日
経
晴

向
妙
蓮
寺
、
於
浄
行
坊
有
大
飲
、
浄
行
構
三
階
之
座
敷
、
先
日
被
見
之
、
其
還
礼
云
々
、
中
興
加
賀
入
道
在
之
、

高
橋
康
夫
氏
に
よ
る
と
、
『洛
中
洛
外
図
屏
風
』
町
田
本
に
は
三
階
屋
が
三
棟
描
か
れ
て
お
り
、
上
杉
本
に
は
本
格
的
な
二
階
屋
は

一
棟
も
無
く
、
た
だ
厨
子
三
階
屋
が
二
棟
描
か
れ
て
い
る
の
み
の
よ
う
で
、
三
階
の
間
取
り
は
判
然
と
し
な
い
が
、
「
座
敷
」
が

つ
く

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
三
階
座
敷
を
構
え
た
浄
行
坊
日
運
は
得
意
満
面
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
三
階
座
敷
で

種
々
の
催
し
を
行
う
こ
と
は
、
当
時
風
流
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

②
明
浄
坊
は

『晴
富
記
』
に
最
も
多
く
見
え
る
。
そ
の
記
事
の
多
く
は
、
日
応
の
使
い
と
し
て
晴
富
を
訪
問
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
晴
富

・
雅
久
と
の
親
交
も
深
か
っ
た
よ
う
で
、
文
明
十
年
二
月
二
日
に
は
個
人
的
に
晴
富
を
訪
間
、
翌
十

一
年
十
月

一
日

に
は
十
乗
坊
日
忠
と
共
に
晴
富
を
訪
間
、
同
年
十

一
月

一
日
に
は
雅
久
が
張
行
し
た
蹴
鞠
に
参
加
、
同
十
二
年
正
月
二
日
に
は
晴
富
と

雅
久
を
訪
間
、
同
四
日
に
は
雅
久
を
訪
間
、
同
年
二
月
二
日
に
は
雅
久
よ
り
招
か
れ
て
い
る
。

『晴
富
記
』
に
は
、
明
浄
坊
に
関
す
る
重
要
な
記
事
が
二
つ
あ
る
。

Ａ
文
明
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条
、

廿
九
日
願
　
晴
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（中
略
）

早
旦
向
妙
蓮
寺
、
室
礼
等
見
廻
了
、
昨
日
後
架
等
俄
造
云
々
、
飯
後
又
向
之
、
渡
御
臨
期
帰
了
、
未
剋
伏
見
殿
板
輿
先
御
参
詣
地

蔵
、
暫
而
後
、
（望
鋼
ガ
又
御
参
詣
、
同
女
房
輿
肺
下
ヽ
御
後
勧。
修．
寺．
大．
納．
言．
輿．
其．
次．
源
大
納
言
（聯
征
卿

・
白
河
二
位
民
部
卿
忠
富
駆
、

殿
上
人
二
人
、
伯
少
将
資
氏

・
前
極
薦
以
量

・
極
薦
蔵
人
在
数
、
以
上
五
騎
雇
従
、
自
地
蔵

（割
註
略
）
直
渡
御
妙
蓮
寺
、
一
献
、

談
義
十
乗

坊

旧
忠

三
献
之
後
談
義
御
聴
聞
、
其
後
有
御
歌
、
宮
御
方
後
出
題
、
御
楽

一
有
之
、
宮
御
方
御
笙
、
伏
見
殿
御
琵
琶
、
四
辻
大
納
言
季
春

卿
等
、
重
治
笙
云
々
、
又
下
家
司
井
祐
阿
弥
睡
細
遁
経
験
曲
候
御
橡
上
云
々
、
伏
見
殿
御
椀
有
召
出
、
寺
家
衆
大
成
房

。
大
法
房
・

・浄
行
坊

・
常
楽
坊

・
長
老
坊
之
同
宿
明
浄
坊
逆
馴
猷
刊
一一Ｆ

明
現
坊

・
治
部
卿
等
也
云
々
、
午
日
予
可
祗
候
之
由
、
Ｌ
だ
僧
正
頻
雖

被
示
之
、　
一
向
不
能
出
頭
之
間
、
掛
酌
之
由
固
辞
者
也
、
（筆
者
註
、傍
点
は
抹
消
文
字
）

Ｂ
同
年
十
月
十
三
日
条
、

漿
鰤臨羹
繹
饉
鞣
与

耐
藁
藉
趾
『卸
藁

妙
蓮
寺
伴
来
閑
談
、

Ａ
は
皇
子
勝
仁
親
王
と
伏
見
宮
邦
高
親
王
が
妙
蓮
寺
に
参
詣
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
渡
御
の
通
知
は
前
々
日
の
夕
方
に
急
に
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
前
日
の
条
に
は

「俄
仰
天
無
極
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
日
に
後
架

（便
所
）
を
急
造
す
る
な
ど
、
そ
の
周
章

ぶ
り
が
窺
え
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
文
中
に

「長
老
坊
之
同
宿
明
浄
坊
雄
細
獣
地
一ご

と
あ
る
こ
と
で
、
明
浄
坊
は
庭
田
雅
行

（
日
応
の

甥
）
の
猶
子
、
長
老
坊
の
同
宿
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
長
老
坊
」
と
は
同
日
記
で
い
う

「
上
人
本
坊
」
で
あ
り
、
日
応
の
居
住

す
る

「方
丈
」
を
指
す

（長
老
坊
は
日
慶
示
寂
よ
り

一
週
間
後
の
文
明
十
年
二
月
十
六
日
よ
り
建
築
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
本

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

庭

田

家

略

系

図

雪

履

函

ι

（
‐４
代
）

重

有
贈
従

一

（
‐５
代
）

重

賢

（
‐６
代
）

（
‐７
代
）

位

号
蒼
玉
院

・
従
二
位

僧
正
　
妙
蓮
寺

日

応

法
華
宗

盈

子
貞
常
親
王
室

伏
見
宮
邦
高
親
王
母

雅

行
従

一
位

重

経
正
三
位

禅
承 宗

英

量1筆

朝

子

源
　
子
後
柏
原
天
皇
新
典
侍

彦
胤
法
親
王
母

後
土
御
門
天
皇
典
侍

後
柏
原
天
皇
母

坊
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
建
と
思
わ
れ
る
）。

Ｂ
は
、
明
浄
坊
が
祖
師
忌
で
初
め
て
説
法
し
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
晴
富
は
感
悦
し
、
日
応
は
歓
喜
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ

れ
に
は

「
明
浄
坊
通
盛
」
と
い
う
名
が
初
め
て
現
れ
、
Ａ
と
同
じ
く
庭
田
雅
行
の
猶
子
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「本

姓
飛
騨
国
司
姉
小
路
族
也
」
と
あ

っ
て
、
姉
小
路
基
網

（
こ
の
年
、
三
十
九
歳
）
の

一
族
で
あ
る
こ
と
、
更
に

「妙
蓮
寺
譜
第
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
日
応
の
付
弟

（後
継
者
）
で
あ
り
、
芳
註
に
よ
り
日
応
の
生
家
庭
田
家
よ
り
入
室
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

日
応
の
付
弟
と
し
て
長
老
坊
で
起
居
し
て
い
た
明
浄
坊
通
盛
は
、
師
の
使
い
と
し
て
出
歩
く
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
晴

富
記
』
に
そ
の
名
が
最
多
出

（
日
応
を
除
く
妙
蓮
寺
僧
の
中
で
）
な
の
も
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。
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明
浄
坊
通
盛
の
名
は
、
文
明
十
二
年
二
月
二
日
の
記
事
を
最
後
に
、
日
記
か
ら
消
え
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
日
応
の
付
弟
日
雅
が

登
場
す
る
。
日
応
が
歓
喜
し
、
晴
富
が
感
悦
し
た
能
弁
の
師
も
、
早
世
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

③
理
乗
坊
の
初
見
は
文
明
十
年
正
月
六
日
条
で
、
理
乗
坊
が
芳
右

（薫
の
良
い
茶
）
を
持
っ
て
晴
富
を
訪
問
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
以
下
、
晴
富

・
雅
久
と
の
交
際
の
記
事
が
散
見
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
次
の
三
カ
条
で
あ
る
。

Ｃ
文
明
十
年
二
月
十
五
日
条
、

十
五
日
戦
　
晴

月
輪
禅
門
書
状
自
妙
蓮
寺
伝
達
、
則
遣
返
報
、

聴
聞
妙
蓮
寺
説
法
、
今
日
第
二
巻
、
理
乗
坊
読
之
、
毎
日

一
巻
宛
四
人
、
説
法
者
互
令
輪
転
読
之
云
々
、

Ｄ
同
十
六
日
条
、

十
六
日
配　
晴
、
晩
雨

聴
聞
妙
蓮
寺
談
義
、
今
日
亦
理
乗
坊
也
、
有
晩
冶
、

Ｅ
文
明
十

一
年
二
月
二
十

一
日
条
、

廿

一
日
戦
　
晴
、
自
哺
雨

（中
略
）

早
旦
聴
聞
妙
蓮
寺
談
義
、
理
乗
坊
通
祐
読
之
、
無
量
義
経
也
、
律
院
隆
円
上
人
同
被
聴
之
、

右
の
記
事
に
よ
り
、
当
時
の
妙
蓮
寺
に
お
け
る
談
義
の
様
子
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
Ｅ
に
見
え
る
律
院
隆
円

上
人
と
は
、
前
述
し
た
壬
生
寺

（宝
憧
三
昧
寺
）
の
住
持
で
、
大
和
刑
部
少
輔
の
弟
で
あ
る
。
隆
円
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
二
月
二
日
に

も
晴
富
と
共
に
、
妙
蓮
寺
を
訪
れ
て
い
る
。

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

妙
蓮
寺
に
お
け
る
最
高
の
能
説
人
は
学
頭
十
乗
坊

（常
住
院
）
日
忠
で
あ
る
が
、
理
乗
坊
も
ま
た
能
説
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次

の
記
事
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

（文
明
十

一
年
五
月

一
日
条
）

一日
町
　
天
露

（中
略
）

妙
蓮
寺
理
乗
坊
通
祐
累
日
所
労
、
今
日
申
剋
逝
去
云
々
、
能
説
人
也
、
可
惜
々
々
、

理
乗
坊
こ
と
通
祐
は
、
文
明
十

一
年
五
月

一
日
に
示
寂
し
た
。
五
十
六
歳
と
い
う
か
ら
、
応
永
三
十

一
年

（
一
四
二
四
）
の
生
ま
れ
、

日
応
と
同
年
で
あ
る
。
晴
富
は

「能
説
の
人
な
り
、
惜
む
べ
し
惜
む
べ
し
」
と
歎
い
て
い
る
。

文
明
十
五
年
二
月
十

一
日
付
の

「妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
に
は
日
忠
を
は
じ
め
と
す
る
四
名
が
連
署
し
て
い

る
が
、
そ
の
中
に

「
理
乗
坊
日
順
」
の
名
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
理
乗
坊
通
祐
の
名
跡
を
継
い
だ
人
物
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら

『晴

富
記
』
に
は
そ
の
名
が
見
え
な
い
。

④
十
乗
坊
日
忠
は
後
に
常
住
院
と
称
し
、
妙
蓮
寺
学
室
道
輪
寺
開
基
、
妙
蓮
寺
第
九
世
法
運
中
興
の
師
と
し
て
、
ま
た
当
代
の
碩
学

と
し
て
有
名
で
あ
る
。

日
忠
は
本
能
寺
日
学
の
俗
弟
で
あ
る
純
、
そ
の
出
自
は
菊
亭

父
「出
川
）
家
の
庶
子
で
あ
る
と
い
奨
。
『晴
富
記
』
に
お
け
る
初
見

は
、
文
明
十
年
正
月
十
四
日
条
の
日
応
に
招
か
れ
た
晴
富
が
、
日
応
と
共
に
十
乗
坊
へ
渡

っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
名

は
明
浄
坊
通
盛
に
次
い
で
多
く
見
え
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
晴
富
の
日
記
中
に
、
出
自
を
証
明
す
る
よ
う
な
記
事
は
見
え
な
い
。

『晴
富
記
』
に

「十
乗
坊
」
ま
た
は

「十
乗
坊
日
忠
」
と
見
え
る
の
は
文
明
十
二
年
二
月
二
十
二
日
条
ま
で
で
、
延
徳
二
年

（
一
四

九
〇
）
十

一
月
二
十
八
日
条

（
日
記
は
、
こ
の
間
十
年
半
分
欠
失
）
以
降
は

「常
住
院
」
ま
た
は

「常
住
院
日
忠
」
と
見
え
る
。
③
理
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乗
坊
通
祐
の
項
で
述
べ
た
文
明
十
五
年
二
月
十

一
日
付
の

「妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
に
は

「十
乗
坊
日
忠
」
と

あ
る
か
ら
、
十
乗
坊
と
称
し
て
い
た
時
期
は
更
に
三
年
後
が
下
限
と
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

日
忠
の
俗
兄
、
本
能
寺
日
学
も
ま
た
常
住
院
で
あ
る
。
『
両
山
歴
譜
』
（
日
唱
本
）
に
依
れ
ば
、
日
学
は
元
三
井
寺

（園
城
寺
）
の
学

頭
で
、
常
住
院
と
は
三
井
学
頭
の
通
号
で
あ
る
と
い
う
。
本
能
寺
所
蔵
の

「
日
隆
聖
人
第
二
七
日
忌
法
則
」
に
は
、
「
寛
正
五
年
甲
申

二
月
十
二
日
、
作
者
常
住
院
日
学
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
兄
弟
と
も
に
常
住
院
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
辺
の
理
由
は

『妙
蓮
寺
祖
師
記
』
に
、
日
学
が
臨
亡
の
時
、
院
号
を
日
忠
に
譲

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
学
示
寂
の
文
明
十
七
年
五
月

二
十
八
日
以
前
の
常
住
院
は
日
学
、
そ
れ
以
後
の
常
住
院
は
日
忠
と
い
う
こ
と
で
、
『晴
富
記
』
の
記
事
は
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
符
号
す
る
。

『晴
富
記
』
の
記
事
中
、
最
も
日
に
つ
く
の
が
日
忠
の
談
義
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

Ｆ
文
明
十
年
二
月
十
九
日
条
、

十
九
日
竃　
晴
　
（中
略
）

聴
聞
妙
蓮
寺
談
義
十
乗
坊
、
其
後
』
だ
被
渡
常
楽
坊
、
自
昨
日
庭
田
勁
様
禅
門
被
坐
之
、
働
相
伴
被
出
之
、
予
同
向
之
、
輸
龍
ピ

・

麓
郎
井
中
興

一
族
等
有
之
、
湯
漬
等
種
々
儲
、
入
夜
有
大
飲
、

Ｇ
同
年
四
月
二
十
七
日
条
、

「妙
蓮
寺
談
義
、
十
乗
坊
日
忠
」
と
あ
り
、
原
文
は
ほ
と
ん
ど
虫
損
。

Ｈ
文
明
十

一
年
二
月
二
十
七
日
条
、

廿
七
日
押
　
晴
　
時
正
中
日

聴
聞
妙
蓮
寺
談
義
、
今
日
方
便
品
也
、
十
乗
坊
日
忠
読
之
、

文
明
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条
は
、
す
で
に
史
料
Ａ
と
し
て
引
用
し
た
。
日
忠
が
勝
仁
親
王

・
邦
高
親
王
を
は
じ
め
、
居
並
ぶ
貴
顕

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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の
前
で
法
談
を
し
た
記
事
で
あ
る
。
ま
さ
に
大
学
匠
、
妙
蓮
寺
学
頭
と
し
て
の
出
番
で
あ
っ
た
。

同
年
四
月
二
十
四
日
条
の
、
壬
生
雅
久
邸
に
お
け
る
法
華
経
講
読
の
記
事
も
す
で
に
引
用
し
た
。

Ｉ
同
年
九
月
二
十
二
日
条
、

廿
二
日
死
　
雨
降

十
乗
坊
於
官
務
方
談
法
華
、

Ｊ
文
明
十
二
年
二
月
二
十
二
日
条
、

廿
一一日
醸
晴

（中
略
）

十

（乗
×
＝
――
陥
辟
方
談
義
法
華
経
、
仏
乗
坊
児
日
日
――
□
官
務
可
令
習
物
云
々
、
随
身
柿
、

三
条
西
実
隆
の
日
記

『実
隆
公
記
』
文
亀
三
年

（
一
五
〇
三
）
九
月
十
六
日
条
に
は
、

十
六
日
厳
雨
降
、
行
水
、
修
祓
、
念
誦
等
如
例
、

抑
妙
蓮
寺
之
常
住
院
今
暁
中
風
頓
滅
云
々
、
尤
不
便
々
々
、　
〓
不
之
碩
学
也
、
故
公
範
僧
正
知
己
也
、
予
連
々
の
面
謁
、
尤
堪
嘆

息
而
巳
、

と
、
日
忠
示
寂
の
記
事
が
あ
る
。
法
華
宗
を
毛
嫌
い
し
て
い
た
実
隆
が

「
一
宗
之
碩
学
」
と
称
し
た
こ
と
は
、
如
上
の
談
義
の
記
事
や
、

日
忠
の
多
く
の
著
作
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
『妙
蓮
寺
祖
師
記
』
な
ど
、
妙
蓮
寺
の
史
料
で
は
日
忠
の

示
寂
日
ば
九
月
十
五
日

（六
十
六
歳
）
と
な

っ
て
い
る
。
実
隆
は
十
五
日
夜
の
示
寂
を
今
暁
と
聞
き
違
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み

に
、
故
公
範
僧
正
と
は
、
延
徳
元
年
四
月
十
日
に
示
寂
し
た
山
門
の
名
僧
、
権
僧
正
法
輪
院
公
範
の
こ
と
で
あ
る
。

日
忠
と
晴
富
と
の
交
際
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
詳
述
し
な
い
が
、
両
者
が
談
話
し
た
記
事
の
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中
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
ニ
カ
条
あ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
明
応
五
年
七
月
六
日
条
で
、
日
忠
が
十
如
院

・
大
法
坊
と
共
に
晴
富
を
訪
問
し
て
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
度

の

一
致
勝
劣
法
問
答

（六
月
二
十
四
日
の
妙
覚
寺
と
妙
蓮
寺
の

一
致
勝
劣
の
論
争
を
い
”
）
は
、
日
忠
の
勝
劣
論
が
勝

っ
た

（
「
常
住

院
勝
劣
法
利
分
明
し

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
晴
富
の
感
想
が
あ
り
、
妙
覚
寺
上
人

（寿
量
院
日
享
）
の

一
致

論
は
根
拠
の
無
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
し
か
し
な
が
ら
以
後
喧
嘩
と
な
り
、
幕
府
の
処
置
に
よ
っ
て
お
さ
ま
る
が
、
罪
を
問
わ
れ
ず
に

良
か
っ
た
と
記
し
、
又
そ
の
日
の
有
様
と
し
て

「今
日

一
致
門
徒
廿
七
ケ
寺
集
会
立
本
寺
、
有
談
合
、
其
後
妙
覚
寺
矢
倉
等
壊
置
云
々
」

と
あ

っ
て
、　
一
致
派
の
会
合
の
後
、
妙
覚
寺
の
矢
倉
を
取
り
壊
し
た
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
事
件
に
関
し
て
は
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
詳
述
せ
ず
、
別
の
機
会
と
し
た
い
。
た
だ
、
当
事
件
の
問
答
は

妙
覚
寺
側
が
勝

っ
た
と
す
る
の
が
今
ま
で
の
通
例
で
、
そ
の
史
料
は
近
衛
政
家
の
日
記

『後
法
興
院
記
」
と
立
本
寺
日
締
の

『
一
体
方

記
録
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
家
は

一
致
派
の
篤
信
者
で
あ
り
、
日
締
は
妙
覚
寺
側
で
あ
る
立
本
寺
の
当
事
者
で
あ
る
か
ら
、
妙
覚
寺

側
の
勝
利
と
い
う
の
は

一
致
派
方
か
ら
の
伝
間
を
記
録
し
た
か
、　
一
致
派
の
主
張
を
有
利
に
し
よ
う
と
書
か
れ
た
可
能
性
も
強
い
。
し

た
が
っ
て
、
『晴
富
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
日
忠
の
談
話
は
、
同
じ
当
事
者
の
言
で
あ
る
が
妙
蓮
寺
側
が
勝

っ
た
と
ｔ
て
い
る
点
で

興
味
深
い
。
『晴
富
記
』
に
、
明
応
五
年
六
月
分
が
残

っ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

今

一
つ
は
、
明
応
六
年
二
月
十

一
日
条
の
吉
田
兼
倶
と
の
番
神
問
答
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

同
条
に
は
、
兼
倶
の
重
問
状
が
十
日
に
妙
蓮
寺
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
常
住
院
日
忠
は
他
行
で
帰
洛
し
て
い
な
い
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
問
答
の

一
問
題
点
で
あ
る

「兼
益
記
」
の
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
そ
れ
に
つ
い

て
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

番
神
問
答
と
は
兼
倶
が
、
法
華
宗
で
勧
請
す
る
三
十
番
神
は
、
大
内
と
山
門
両
流
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
妙
蓮
寺

・
妙
本
寺

・
本

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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国
寺
に
問
う
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
妙
蓮
寺
常
住
院
日
忠
が
三
問

（三
回
に
わ
た
る
質
問
）
に
対
し
て
三
答
し
、
妙
本
寺
主
日
芳
が
閑

士
日
具
の
力
を
借
り
て

一
間
に

一
答
し
、
本
国
寺
内
鎮
守
社
務
日
壽
が

一
間
に
対
し
て

一
答
し
た
こ
と
を
い
う
。

初
問
状
は

一
巻
の
巻
物
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
発
信
日
に
つ
い
て
は
、
明
応
六
年
二
月
二
日
議
、
二
月
六
日
詢
、
二
月
九
日

説
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
月
九
日
説
は
日
芳
よ
り
日
具
に
宛
て
た
書
状
の

「吉
田
神
主
か
た
よ
り
二
月
九
日
二
渡
辺
近
江
と
申
も
の
し

て

一
の
巻
物
を
入
候
」
の
文
に
拠

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
二
月
六
日
付
堀
川
近
江
守
宛
吉
田
兼
致

（兼
倶
子
）
書
状
に

「老
父
申

候
就
丹
番
神
事
、
或
法
花
衆
方
よ
り
申
子
細
候
間
」
と
あ
っ
て
、
二
月
六
日
以
前
に
初
問
状
が
発
せ
ら
れ
た
可
能
性
が
強
く
、
日
芳
書

状
と
符
号
し
な
い
。
二
月
六
日
説
は
、
後
者
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
『晴
富
記
』
同
年
二
月
七
日
条
に
は

「
抑
法

華
宗
諸
寺
丹
番
神
勧
請
、
子
細
先
日
自
吉
田
以
事
書
相
尋
妙
蓮
竜

本
国
寺

・
妙
本
寺
等
云
々
」
と
あ

っ
て
、
七
日
よ
り
数
日
前
に
初

問
状
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
六
日
な
ら
ば

「昨
日
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
あ
る
か
ら
、
根
拠
は
不
明
な
が
ら
二
月
二
日

説
あ
た
り
が
近
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
初
問
状
に
対
し
て
日
忠
は

「学
頭
日
忠
」
と
署
名
し
て
二
月
九
日
に
返
書
を
出
し
た
と
い
う
。
兼
倶
は
第
二
間
、
即
ち
重
問
状

を
出
す
が
、
『
龍
華
秘
書
』
は
そ
の
日
を
二
月
二
十
日
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『晴
富
記
』
二
月
十

一
日
条
に
は
、
前
述
し
た
よ
う

に

「重
問
状
昨
日
遣
妙
蓮
寺
云
々
」
と
あ
っ
て
、
重
問
状
は
十
日
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
晴
富
が
吉
田
父
子
に

手
紙
を
出
し
、
そ
の
返
書
で
得
た
情
報
で
あ
る
か
ら
確
実
で
あ
る
。
以
下
、
日
忠
の
第
二
答
と
二
重
問
答
は
省
略
す
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
『晴
富
記
』
の
よ
う
な

一
級
の
史
料
を
基
に
、
再
検
討
を
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
晴
富
は
、
妙
蓮
寺
と
日
忠
と
吉
田
父
子
と
も
関
係
が
深
く
、
興
味
深
く
こ
の
事
件
を
記
録
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

⑤
松
林
坊
は
文
明
十
年
正
月
二
十
二
日
条
に
、
た
だ

一
カ
所
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
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廿
一一日
配
晴

依
招
引
向
御
構
之
、
妙
蓮
寺
之
松
林
坊
招
請
妙
蓮
寺
上
人
、
朝
飯

・
風
呂

・
点
心
種
々
儀
、
有
乱
舞
、
観
世
叔
父
弥
二
郎
舞
之
、

皆
脱
衣
、
俗
方
皆
脱
単
物
、
上
人

・
予
不
脱
之
、
但
後
日
加
其
人
数
了
、
入
夜
各
帰
了
、

か
ま
え

右
文
中
の

「構
」
と
は
、
「
壬
生
構
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
構
え
と
は
、
集
落
の
自
衛
の
た
め
構
築
さ
れ
た
要
害
の
こ
と
で
、
土
塀

・

土
居

・
堀

。
木
戸
門

・
釘
貫

・
櫓
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
た
。
『晴
富
記
』
正
月
十
四
日
条
は
、
そ
の
日
の
早
朝
よ
り
幕
命
に
よ
り
壬
生

構
の
破
壊
に
か
か
り
、
妙
蓮
寺
と
妙
覚
寺
の
間
の
堀
を
埋
め
戻
し
て
道
を
造
り
、
そ
の
普
請
は
法
華
堂

（法
華
寺
院
を
指
す
か
）
が
沙

汰
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

晴
富
は
、
そ
の
普
請
を
見
学
し
て
か
ら
松
林
坊
を
訪
問
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
数
々
の
も
て
な
し
が
あ
り
、
観
世
政
盛
の

伯
父
弥
二
郎
の
舞
も
あ
っ
た
。
俗
方
が
大
勢
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
前
の
浄
行
坊
日
運
の
よ
う
に
、
松
林
坊
も
裕
福
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
僧
侶
た
ち
が
自
坊
を
社
交
場
と
し
て
開
放
し
た
の
は
、
当
時
の
流
行
で
あ

っ
た
。

⑥
仏
乗
坊
も
文
明
十
年
正
月
二
十
八
日
に
節
養
を
催
し
て
い
る
。
や
は
り

「朝
飯

・
風
呂

・
点
心
等
、
及
大
飲
乱
舞
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
同
十
五
年
の

「妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
の
署
判
者

「仏
乗
坊
日
間
」
は
、
こ
の
人
で
あ
ろ
う
。
寺
僧
の

中
で
は
上
位
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑦
明
現
坊
は
文
明
十
年
二
月
二
日
条
で
は
日
応
の
使
い
と
し
て
晴
富
を
訪
れ
て
お
り
、
同
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条
に
は

「
長
老
坊

之
同
宿
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
十
二
年
正
月
十
三
日
条
に
は
晴
富
が
妙
蓮
寺
に
行
き
、
明
現
坊
の
戸
屋

（方
丈
の
屋
根

裏
部
屋
、
即
ち
所
化
部
屋
と
考
え
ら
れ
る
）
で
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
明
現
坊
の
接
待
は
日
応
が
沈
酔
し
て

い
た
た
め
で
、
同
宿
の
明
浄
坊
通
盛

（前
述
）
や
治
部
卿
な
ど
も
、
こ
う
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
玉
住
坊
も
文
明
十
年
二
月
五
日
に
節
養
を
催
し
て
い
る
。
こ
の
玉
住
坊
の
節
養
は
日
記
に

「如
例
」
と
あ
る
よ
う
に
恒
例
で
あ
っ

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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蓮
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ち

た
よ
う
で
、
同
十

一
年
正
月
の
節
養
に
は
晴
富
は

「如
例
被
招
之
、
称
不
得
公
儀
便
」
し
て
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
十
年
二
月
五
日

の
節
養
に
は
晴
富

・
雅
久
父
子
の
他
、
「
上
辺
俗
人
若
衆
数
輩
」
が
お
り
、
妙
蓮
寺
檀
越
の
中
興
加
賀
入
道
祐
宗
も
出
席
し
て
い
た
。

同
十

一
年
九
月
二
十
五
日
に
は
、
晴
富
が
玉
住
坊
の
前
栽
を
見
物
し
て
い
る
。

③
常
楽
坊
は
、
文
明
十
年
二
月
十
九
日
に
節
養
を
催
し
て
い
る
。
そ
の
記
事
は
す
で
に
史
料
Ｆ
と
し
て
引
用
し
た
。
そ
の
席
に
居
た

「
中
興

一
族
」
と
は
、
③
玉
住
坊
の
項
で
述
べ
た
中
興
加
賀
入
道
と
同
主
計
入
道
等
で
あ
ろ
鈍
。

同
十

一
年
二
月
十
七
日
に
は
、
日
応
の
使
い
で
晴
富
を
訪
れ
て
お
り
、
同
年
二
月
二
十
九
日
に
は

「寺
家
衆
」
の

一
員
と
し
て
、
勝

仁

・
邦
高
両
親
王
を
迎
え
て
い
る

（前
掲
史
料
Ａ
）。

⑩
仏
性
院
日
慶
は
、
妙
蓮
寺
再
興
本
願
主
と
し
て
周
知
の
人
物
で
あ
る
。

次
の

『晴
富
記
』
文
明
十
年
二
月
二
十
日
条
は
、
日
慶
の
示
寂
を
記
録
し
た
当
時
の
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
、
同
二
十
二

日
条
は
晴
富
が
弔
問
し
た
記
事
で
あ
る
。

Ｋ
二
月
二
十
日
条
、

廿
日
任
晴

（中
略
）

妙
蓮
寺
仏
性
院
日
慶
、
昨
日
十
九
日
酉
刻
入
滅
、
老
病
不
苦
、
如
平
生
而
閉
眼
、
上
人
日
応
僧
正
向
仏
性
院
相
看
之
間
、
不
知
其

期
之
様
也
云
々
、
八
十
二
歳
也
、

Ｌ
二
月
二
十
二
日
条
、

廿
二
日
岬
　
雨
降

官
務
飯
後
帰
上
宿
、

-184-



向
妙
蓮
寺
、
弔
仏
性
院
日
慶
事
、
上
人
井
□仏
性
院
跡
門
前
謁
大
成
坊

・
真
如
坊
等
了
、

日
慶
が
妙
蓮
寺
を
再
興
し
た
の
は
、
応
永
三
十
年

（
一
四
二
三
）
頃
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
応
が
妙
蓮
寺
に
入
室
し
て
寺
主
に
な

っ

た
の
が
永
享
三
年

（
一
四
三

一
）、
得
度
し
て
日
応
と
名
乗
っ
た
の
が
同
九
年

（
一
四
三
七
）
で
あ
る
か
ら
、
日
慶
は
八
～
十
四
年
間
、

妙
蓮
寺
の
寺
務
を
預
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
日
応
膝
下
の
寺
僧
中
、
日
慶
は
格
別
な
存
在
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
日
慶
の
坊
舎
は
史

料
Ｌ
に
見
ら
れ
る
通
り
、
妙
蓮
寺
の
門
前
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
後
に
小
方
丈
と
も
大
成
坊

（
日
慶
が
仏
性
院
と
称
す
以
前
の
坊

号
）
と
も
称
さ
れ
る
現
在
の
常
住
院
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
。

⑪
大
成
坊
と
⑫
真
如
坊
は
、
史
料
Ｌ
か
ら
し
て
日
慶
の
門
弟
で
あ
ろ
う
。
特
に
大
成
坊
は
、
そ
の
坊
号
か
ら
し
て
、
日
慶
の
遺
跡
を

継
ぐ
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
Ａ
の
文
明
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条
に
は
、
大
成
坊
の
名
が

「寺
家
衆
」
の
筆
頭
に

記
さ
れ
て
い
る
。

⑬
本
行
坊
に
関
す
る
記
事
ニ
カ
条
の
内
、　
一
つ
は
文
明
十

一
年
正
月
二
十

一
日
条
で
、
理
乗
坊
通
祐
と
共
に
晴
富
を
訪
ね
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
他
の

一
つ
は
同
年
十

一
月

一
日
条
で
、
晴
富
の
夢
に
現
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
前
者
は
本
行
坊
の
生
前
の
記
事

で
、
後
者
は
死
後
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、
本
行
坊
は
文
明
十

一
年
に
示
寂
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
正
月
に
理
乗
坊
と
本
行
坊
は
晴

富
を
訪
ね
る
が
、
そ
の
五
月
に
理
乗
坊
が
示
寂
し
、
そ
の
後
に
本
行
坊
が
示
寂
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
月
日
は
不
明
だ
が
、
日
記
に

欠
け
て
い
る
六
月
頃
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
の
記
事
に
は

「本
行
坊
日
乗
」
と
あ
る
。

⑭
大
法
坊
で
あ
る
が
、
大
法
坊
と
い
う
人
は
、
日
慶
が
妙
本
寺
を
出
て
妙
蓮
寺
を
再
興
し
た
時
に
行
動
を
共
に
し
、
そ
れ
に
協
力
し

た
と
伝
え
ら
れ
、
『
日
像
門
家
分
散
之
由
来
記
』
や

『
日
隆
大
上
人
御

一
代
徳
行
講
演
抄
』
な
ど
に
そ
の
こ
と
が
見
え
る
。
『晴
富
記
』

に
見
え
る
大
法
坊
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
遺
跡
を
継
承
し
た
人
と
思
わ
れ
、
史
料
Ａ
に
見
え
る

「寺
家
衆
」
の
中
で
、
大
成
坊
の
次
に
書

か
れ
て
い
る
の
も
そ
の
格
式
が
窺
わ
れ
る
。

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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文
明
十

一
年
正
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
大
法
坊
で
節
養
が
催
さ
れ
て
お
り
、
同
年
十

一
月
二
十
五
日
条
に
は
、
日
号
を
名
乗

っ
た

こ
と
に
よ
り
長
老
坊
で
祝
宴
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
日
号
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑮
金
乗
坊
は

『晴
富
記
』
文
明
十

一
年
四
月
四
日
条

一
カ
所
に
し
か
出
て
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
妙
蓮
寺
で
は
屏
風

一
双
を
応

仁

ｏ
文
明
の
大
乱
か
ら
守
る
た
め
、
河
内
の
葛
葉

（楠
葉
）
郷

（現
在
の
枚
方
市
）
に
預
け
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
四
月
四
日
に

金
乗
坊
を
使
い
と
し
て
取
り
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
金
乗
坊
が
晴
富
に
、
中
道
寺

（中
堂
寺
）
前
よ
り
淀
に
至
る
路
次
の
様
子
を

「関
十

三
ケ
所
有
之
、
人
別
三
文
銭
取
之
、
荷
物
無
分
際
取
之
云
々
」
と
報
じ
て
い
る
。
屏
風

一
双
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
人
別
以
外
に

か
な
り
の
関
銭
を
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
竹
坊
、
①
仏
性
院
弟
子
、
⑬
戒
善
坊
も
そ
れ
ぞ
れ

一
カ
条
に
見
え
る
の
み
で
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
性
院
弟
子
と
戒

善
坊
は
文
明
十

一
年
十
月
十
二
日
条
に
見
え
る
。

十
一一日
押
晴

官
務
聴
聞
妙
蓮
寺
談
義
、
仏
性
院
弟
子
也
、
今
日
初
度
云
々
、
昨
日
者
戒
善
坊
沙
汰
、
同
初
度
也
、

仏
性
院
弟
子
と
は
、
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
慶
の
弟
子
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
月
十

一
日
に
戒
善
坊
が
、
十
二
日
に
仏
性
院

弟
子
が
、
十
三
日
の
祖
師
忌
に
日
応
付
弟
の
明
浄
坊
通
盛

（史
料
Ｂ
）
が
そ
れ
ぞ
れ
初
度
の
談
義
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

二
人
と
も
初
度
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
浄
坊
が
祖
師
忌
当
日
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
付
弟
と
い
う
格
式
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

⑩
十
如
院
は
延
徳
四
年

（
一
四
九
二
、
七
月
十
九
日
に
明
応
と
改
元
）
四
月
二
十
六
日
条
が
初
見
で
あ
る
が
、
七
カ
条
に
そ
の
名
が

見
え
る
。

十
如
院
に
つ
い
て
も
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
初
見
の
四
月
二
十
六
日
条
に
、

廿
六
日
師
晴
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（中
略
）

柳
尼
公
以
月
輪
月
十
如
院
有
申
旨
、
随
身
鶴
目
□
、

と
あ

っ
て
、
五
条
坊
門
西
洞
院
に
敷
地
を
持

つ
柳
の
尼
が
、
月
輪
少
将
光
賢
と
十
如
院
を
通
じ
て
晴
富
に
何
事
か
を
申
し
入
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
十
如
院
は
か
な
り
の
実
力
者
で
あ
り
、
名
家
の
出
身
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
後

の
六
月
五
日
に
近
衛
尼
公

（近
衛
局
）
が
卒
去
す
る
が
、
そ
の
没
後
の
事
は
十
如
院
が
沙
汰
し
、
翌
明
応
二
年
六
月
五
日
の

一
周
忌
に

は
日
応
と
十
如
院
以
下
五
人
の
僧
が
招
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
、
十
如
院
の
地
位
を
窺
う
手
掛
り
と
な
る
。

ま
た
、
明
応
五
年
七
月
六
日
、
十
如
院

・
大
法
坊
が
日
忠
に
随

っ
て
晴
富
を
訪
問
し
、
妙
覚
寺
と
の
問
答
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑩
日
応
付
弟
と
は
、
次
の
明
応
四
年
正
月
二
十
八
日
条
に
よ
る
も
の
で
、
『晴
富
記
』
で
は
他
に
見
え
な
い
。

廿
八
日
は
　
晴

庭
田
源
大
納
言
雅
行
卿
自
冬
違
例
、
今
日

一
向
不
食
云
々
、
働
被
叙

一
品
　
一旦
下
云
々
、
妙
蓮
寺
僧
正
同
自
妙
蓮
惣
寺
送

一
献
賀

之
々
由
、
十
如
院
来
語
之
、
酢
群
息
柵
甲
為
妙
蓮
寺
僧
正
之
譜
弟
故
也
、

こ
の
記
事
だ
け
で
は
、
日
応
の
付
弟
某
が
庭
田
雅
行
の
子
で
、
重
経
の
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
ご
く
単
純
に
考

え
た
場
合
、
こ
の
某
は
②
の
明
浄
坊
通
盛
の
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
厳
密
に
は
、
通
盛
は
日
応
の
付
弟
と
い
う
点
で

一
致
す

る
が

「
亜
相
禅
門
猶
子
」
（史
料
Ｂ
）
と
あ
っ
て

「
亜
相
息
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
某
が
通
盛
で
あ
る
こ
と
は

一

応
疑
う
こ
と
と
し
て
、
前
掲
の
庭
田
家
略
系
図
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
略
系
図
は

『尊
卑
分
詠
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雅
行

の
子
で
、
重
経
の
弟
に
相
当
す
る
人
物
に

「妙
蓮
寺
日
護
」
が
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日
応
付
弟
某
は
日
護
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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と
こ
ろ
が

『実
隆
公
記
』
の
次
の
三
カ
条
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ｍ
明
応
五
年
十
二
月
七
日
条
、

七
日
厳
雨
降
、
妙
蓮
寺
日
応
上
人
有
消
息
、
自
去
晦
日
居
住
伏
見
玉
蓮
院
云
々
、
寺
之
事
申
付
海
囃
評
息
新
発
、
先
住
伏
見
之

由
被
命
、
湯
瓶

一被
贈
従
事
、
賞
翫
之
、

Ｎ
同
七
年
正
月
十
八
日
条
、

十
八
日
叱
晴
、
（中
略
）
妙
蓮
〈謡
ガ
臨
、
附
弟

一故雌
即
ヽ
始
而
来
臨
、
被
携

一
荷
、
僧
正
扇

一
本
被
恵
少
将
、
盃
酌
数
巡
、
頗
及
酪

訂
、

Ｏ
文
亀
元
年
四
月
四
日
条
、

四
日
任
晴
、
（中
略
）
今
日
議
葉
依
三
位
局
以
下
之
誘
引
賀
茂
山
邸
濁
歴
覧
、
帰
路
於
源
権
鍔
藩
林
許
有
盃
酌
事
、
妙
蓮
寺
知
難
で

一
献
張
行
云
々
、
当
時
無
益
之
事
也
、

史
料
Ｍ
に
よ
れ
ば
、
日
応
は
明
応
五
年
十

一
月
晦
日
よ
り
妙
蓮
寺
の
こ
と
を

「故

一
品
息
新
発
」
に
申
し
付
け
、
伏
見
の
玉
蓮
院
に

居
住
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
伏
見
宮
家
の
命
令
で
あ
っ
た
。
玉
蓮
院
と
は

「妙
蓮
寺
開
闘
再
興
略
記
」
に
よ
れ
ば
、
伏
見
宮

の
御
仏
室
で
、
宮
家
よ
り
寺
領
と
も
ど
も
妙
蓮
寺
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
文
中
の

「新
発
」
と
は
新
発
意
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
明
浄
坊
通
盛
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｎ
は
日
応
が
付
弟
で
あ
る

「故
庭
田

一
位
息
」
を
伴
っ
て
三
条
西
実
隆

を
訪
問
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
付
弟
は
初
め
て
三
条
西
邸
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
０
は
実
隆
の
妻
等
が
庭
田
重

経
邸
に
寄

っ
た
時
、
そ
こ
で

「妙
蓮
寺
知
棚
酬

に
接
待
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
晴
富
記
』
で
い
う
日

応
の
付
弟
某
は
、
「
日
雅
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『尊
卑
分
詠
』
に
あ
る

「
日
護
」
と
、
『実
隆
公
記
』
に
あ
る

「
日
雅
」
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
題
が
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生
じ
る
。
筆
者
の
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
原
本
が
現
存
し
て
い
る

『実
隆
公
記
』
の

「
日
雅
」
が
正
し
い
と
考
え
る
。
雅
行
の
子

で
あ
る
か
ら
日
雅
と
称
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
論
拠
で
は
な
い
。
『尊
卑
分
詠
』
は
洞
院
公
定
が
編
ん
だ
第

一
級
の
系
図

集
で
あ
る
が
、
後
世
の
書
き
継
ぎ
も
多
く
、
刊
本

『尊
卑
分
泳
』
の

「
日
護
」
は
書
き
継
ぎ
部
分
で
、
前
田
家
所
蔵
脇
坂
氏
本

・
同
家

所
蔵

一
本

ｏ
国
立
国
会
図
書
館
支
部
内
閣
文
庫
本
等
の
附
載
に
よ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
書
き
継
ぎ
者
の
誤
記
、
あ
る
い
は
早
い

時
期
に
お
け
る
写
本
の
誤
記
と
い
う
可
能
性
が
強
い
。
例
え
ば
日
応
に
つ
い
て
も
内
閣
文
庫
本
で
は

「始
嵯
峨
大
覚
寺
僧
正
」
と
誤

っ

て
お
り
、
日
応
の
父
庭
田
重
有
の
享
年
六
十
三
歳
を
前
記
三
本
は
六
十
歳
と
誤

っ
て
い
る
。

更
に
、
『実
隆
公
記
』
永
正
三
年
九
月
五
日
条
に
は

「
日
護
」
と
あ
り
、
同
四
年
九
月
二
日
条
に
は

「
理
乗
日
護
」
と
見
え
る
。
し

か
し
、
こ
の
日
護
は

『尊
卑
分
詠
』
で
い
う
日
護
と
は
別
人
で
、
同
日
記
の
永
正
三
年
五
月
十
四
日
条
に

「
理
乗
来
、
自
淡
路
上
洛
後

初
来
」
と
あ
り
、
同
三
年
閏
十

一
月
十
三
日
条
に

「
日
蓮
宗
理
乗
」
、
大
永
三
年
二
月
二
十
九
日
条
に

「
理
乗
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
本

能
寺
の
理
乗
日
護
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
妙
蓮
寺
に
日
雅
が
お
り
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
理
乗
坊
通
祐

・
理
乗
坊
日

順
が
お
り
、
本
能
寺
に
理
乗
日
護
が
い
た
こ
と
か
ら
、
『尊
卑
分
詠
』
の
書
き
継
ぎ
者
が
混
同
し
て
書
き
違
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

史
料
０
に
よ
れ
ば
、
妙
蓮
寺
と
は
日
応
の
こ
と
で
は
な
く
、
日
雅
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
記
事
以
降
、
『
実
隆
公
記
』

で
は
、
ま
ま

「妙
蓮
寺
僧
正
」
「
日
応
僧
正
」
と
見
え
る
が
、
日
応
を

「
玉
蓮
院
」
ま
た
は

「
玉
蓮
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

日
雅
が
文
亀
元
年
頃
よ
り
、
妙
蓮
寺
の
寺
主
か
院
代
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
応
の

跡
を
承
け
た
の
は
日
盛

（鏡
像
院
、
遺
言
に
依
り
歴
代
に
は
入
っ
て
い
な
い
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
理
由
か
日
雅
の
名
は
歴

代
に
入
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
『晴
富
記
』
に
見
え
る
①
～
④
の
各
師
に
つ
い
て
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
日
記
に
登
場
し
な
い
該
時
期
の
妙
蓮
寺
僧
に

「
妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
の
署
判
者
、
安
立
坊
日
源
と
理
乗
坊
日
順

（前
述
し
た
）
が
い
る
。
ま
た
、
「無
着
耀

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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師
記
録
」
（筆
者
未
見
）
に
よ
れ
ば
、
明
応
五
年
九
月
、
妙
蓮
寺
僧
日
盈
と
学
頭
日
亮
が
本
門
弘
経
抄
を
拝
写
し
た
と
あ
る
が
、
日
盈

（妙
蓮
寺
十
世
、
日
亮
弟
子
）
は
天
文
八
年
に
二
十
七
歳
で
示
寂
し
て
い
る
か
ら
生
年
は
永
正
十
年
で
、
明
応
五
年
に
は
生
ま
れ
て
い

な
い
か
ら
不
審
で
あ
る
。
日
亮

（
日
忠
弟
子
）
は
初
め
十
乗
坊
と
号
し
、
後
に
常
住
院
と
称
し
た
。
天
文
十

一
年
に
七
十
九
歳
で
示
寂

し
て
い
る
か
ら
寛
正
五
年
の
生
ま
れ
で
、
『晴
富
記
』
の
時
代
に
は
間
違
い
な
く
妙
蓮
寺
の
寺
僧
で
あ
っ
た
。
坊
号

・
院
号
は
日
忠
の

坊
号

・
院
号
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
『晴
富
記
』
に
見
え
な
い
寺
僧
た
ち
が
大
勢
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
僧
名
や

行
動
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

四
　
妙
蓮
寺
衆
徒

次
に
、
妙
蓮
寺
僧
の
全
体
像
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

本
山
、
即
ち
本
寺
に
は
貫
首

・
寺
主
と
呼
ば
れ
る
主
職
を
頭
に
、
大
衆

・
住
侶

・
僧
徒
な
ど
と
称
さ
れ
た
大
勢
の
僧
侶
が
い
た
。

当
時
、
妙
蓮
寺
で
は
寺
内
の
大
衆
を
ど
の
よ
う
に
称
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
応
六
年

（
一
四
九
七
）
十
月
十
三
日
、
日
応
と

日
忠
は
妙
蓮
寺
内
の
学
室
道
輪
寺
に

「掟
」
を
掲
げ
た
。
そ
の
末
尾
に
は

「右
条
々
於
相
違
之
仁
者
、
可
放
寺
内
衆
徒
者
也
」
と
あ
っ

（
７２
）

て
、
「
寺
内
衆
徒
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
「本
能
寺
之
法
度
」
に

「衆
徒
中
」
と
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
署
判

の
日
応
は
貫
首
で
あ
る
が
、
他
に
日
忠

一
人
が
判
を
据
え
て
い
る
の
は
学
頭
職
と
い
う
立
場
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
こ
こ
に
貫
首
↓
学
頭

↓
衆
徒
と
い
う
関
係
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

『晴
富
記
』
文
明
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条

（史
料
Ａ
）
に

「寺
家
衆
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
公
家

・
武
家
と
い
っ
た
呼
称
と
同
じ

く
、
僧
侶

一
般
を
指
し
た
言
葉
で
、
妙
蓮
寺
で
い
う
衆
徒
に
当
た
る
。

同
年
九
月
十
八
日
条
に
は
、
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十
八
日
紳
　
晴

（中
略
）

自
妙
蓮
寺
被
招
之
間
向
之
、
上
人
造
立
多
宝
塔
婆
、
奉
安
二
仏
、
彩
色
荘
厳
頗
結
構
也
、
奉
置
座
敷
、
招
老
僧
以
下
寺
家
評
定
衆

等
令
拝
見
、
被
羞
酒
食
、
予
相
伴
、
及
晩
帰
了
、

と
あ
り
、
同
十
二
年
二
月
二
十
五
日
条
に
も

「寺
家
評
定
衆
」
と
見
え
、
老
僧

・
評
定
衆
な
ど
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

前
述
し
た

「妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
の
署
判
の
人
々

（学
頭
十
乗
坊
日
忠
を
含
む
仏
乗
坊
日
間

・
理
乗
坊
日
順

・

安
立
坊
日
源
の
四
名
）
は
、
老
僧
か
評
定
衆
に
相
当
す
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
貫
首
↓
老
僧

（含
学
頭
）
↓
評
定
衆
↓
衆

徒
と
い
う
図
式
が
推
測
さ
れ
る
。
更
に
、
時
代
は
少
し
下
る
が
、
「妙
蓮
寺
文
書
」
の
天
文
十
年
と
推
定
さ
れ
る
二
月
九
日
付
波
多
野

秀
親
書
状
に
は
宛
所
が

「妙
蓮
寺
年
行
事
御
坊
」
と
あ
っ
て
、
年
行
事
と
い
う
役
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

尚
、
寺
僧
で
は
な
い
が
、
妙
蓮
寺
に
は
稚
児
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『晴
富
記
』
文
明
十
年
十
二
月
十
七
日
条
の

「
三
体
詩
児

童
所
望
之
間
教
了
」
、
同
十

一
年
四
月
五
日
条
の

「妙
蓮
幸
井
児
童
」
、
同
十
二
年
正
月
十
二
日
条
の

「
児
童
相
伴
」
の
記
事
が
そ
れ
で

あ
る
。
『実
隆
公
記
』
大
永
五
年
四
月
二
日
条
に

「妙
蓮
寺
小
童
購
半
ご

と
あ
る
が
、
そ
れ
を
更
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
八
歳
の

亀
丸
が
丞ヽ
早
三
年

（
一
四
三

一
）
に
妙
蓮
寺

へ
入
室
し
、
同
九
年
十
四
歳
で
得
度
し
て
日
応
と
称
し
た
事
例
か
ら
見
て
も
、
妙
蓮
寺
に

稚
児
が
居
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
妙
蓮
寺
は
貫
首
を
は
じ
め
と
し
て
大
勢
の
寺
僧
と
、
そ
れ
に
関
係
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
当
然
な
が
ら
か
な
り
組
織

的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
少
な
い
史
料
で
は
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
全
体
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
な

状
態
で
あ
る
。

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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む
す
び
に
か
え
て

応
仁

・
文
明
の
大
乱
に
よ
っ
て
足
利
将
軍
の
権
威
は
失
墜
し
、
細
川
政
権
が
確
立
す
る
も
洛
中

・
洛
外
は
荒
廃
し
、
朝
廷
や
幕
府
の

庇
護
を
受
け
て
い
た
諸
大
寺
も
疲
幣
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
健
か
な
京
都
の
商
工
業
者
＝
町
衆
の
台
頭
は
め
ざ
ま
し
く
、
比
較
的
被

害
の
少
な
か
っ
た
法
華
宗
諸
山
は
、
そ
れ
ら
町
衆
の
外
護
を
得
て
繁
栄
し
た
。
そ
し
て
、
盛
ん
に
公
武
と
の
接
近
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
様
子
は

『実
隆
公
記
』
や

『宣
胤
卿
記
』
『後
法
興
院
記
』
『後
法
成
寺
関
白
記
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
公
家

。
武

家
の
日
記
で
明
ら
か
で
あ
る
。

妙
蓮
寺
も
日
応
を
は
じ
め
と
し
て
、
寺
僧
た
ち
が
公
武
と
頻
り
に
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
筆
者
の
前
稿

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ

い
て
」
と
本
稿
に
お
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
日
応
が
妙
蓮
寺
の
寺
僧
の
参
内
を
運
動
し
て
い
た
事

実
を
挙
げ
て
、
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

『
お
湯
殿
の
上
の
日
議
』
明
応
七
年

（
一
四
九
八
）
二
月
二
十
日
条
に
、
「
め
（り
沖
が
寺
の
「
メ
し
（
ゅ‐‐‐
つ‐‐‥
ｒ
の
事
、
宮
の
御
か
た
よ

り
御
申
に
よ
り
、
け
ふ
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
…
…
上
入
つ
れ
て
御
ま
い
り
。
小
御
所
に
て
御
た
い
め
ん
。
ほ
う
し
二
人
は
か
り
。
…
…

」
と
あ
っ
て
、
日
応
と
共
に
弟
子
二
人
が
参
内
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
応
の
申
請
を
勝
仁
親
王
が
許
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
弟
子
の

一
人
は
、
日
応
の
付
弟
日
雅
と
推
測
さ
れ
る
。
勝
仁
親
王
は
日
応
の
姪
庭
田
朝
子
の
所
生
で
、
後
の
後
柏
原
天
皇
で
あ

る
。
勝
仁
親
王
と
日
雅
は
従
兄
弟
の
関
係
に
な
る
。
も
う

一
人
の
弟
子
は
学
頭
日
忠
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
日
応
は
後
継
者

を
朝
廷
に
近
づ
け
る
努
力
を
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
は
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
に
と

っ
て
、
大
き
な
喜
び
で

あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

や
が
て
、
本
能
寺
に
日
承
が
入
寺
す
る
が
、
日
承
は
伏
見
宮
邦
高
親
王
の
王
子
で
あ
り
、
邦
高
親
王
は
日
応
の
甥
で
あ
る
か
ら
、
日

承
の
入
寺
も
日
応
の
働
き
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
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一証（
１
）

『
興
隆
学
林
紀
要
』
第
五
号
所
載
。
平
成
三
年
二
月
二

一
日

・
興
隆
学
林
専
門
学
校
刊
。

（
２
）
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
。

（
３
）

「
続
群
書
類
従
」
補
遺
三
。

（
４
）

「
図
書
寮
叢
刊
」
宮
内
庁
書
陵
部
編
。

（
５
）
竹
内
理
三

ｏ
滝
沢
武
雄
編

『史
籍
解
題
辞
典
』
上
巻

（古
代
中
世
編
）。
昭
和
六

一
年
八
月
三
〇
日
ｏ
東
京
堂
出
版
刊
。

（
６
）

『国
史
大
辞
典
』
第
四
巻
所
載
、
皆
川
完

一
編

「記
録
年
表

ｏ
記
録
目
録
」
。
昭
和
五
九
年
二
月

一
日

・
吉
川
弘
文
館
刊
。

（
７
）

「大
日
本
史
料
」
第
九
編
之

一
、
永
正
五
年
九
月
二
十
二
日
条
所
収
。

（
８
）
百
瀬
今
朝
雄

「応
仁

・
文
明
の
乱
」
『岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
７

〈中
世
３
〉
所
載
。
昭
和
五

一
年
四
月
二
二
日

・
岩
波
書
店
刊
。

（
９
）
佐
々
木
銀
爾

『
日
本
の
歴
史
』
１３

〈室
町
幕
府
〉
。
昭
和
五
〇
年

一
月

一
〇
日
ｏ
小
学
館
刊
。

（
１０
）
藤
井
学

「新
旧
仏
教
の
教
線
」
『京
都
の
歴
史
』
３

〈近
世
の
胎
動
〉
。
昭
和
四
三
年

一
〇
月

一
〇
日

ｏ
学
芸
書
林
刊
。

（
Ｈ
）
こ
の
本
門
寺
は
、
応
仁
の
乱
で
焼
失
後
、
丹
波
亀
山
に
移
転
し
て
い
る

（『法
華
宗
年
表
』

ｏ
『
宗
門
史
談
』
第
四
号

ｏ
『宥
清
寺
Ｌ
。

（
‐２
）
略
し
て

「
両
門
和
合
決
」
と
い
う
。
『宗
門
史
談
』
第
四
号
所
収

（昭
和
五
七
年

一
一
月

一
三
日

・
法
華
宗
宗
門
史
談
会
編
）
。
『
両
山
歴
譜
』

は
十
月
十
五
日
と
す
る
が
、
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

（
‐３
）

「本
能
寺
文
書
」
（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
）
所
収

「妙
蓮
寺
本
門
信
心
学
徒
内
証
相
承
祖
師
次
第
」
。

（
‐４
）

「本
囲
寺
年
譜
」
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第

一
八
号
所
収
。
平
成
二
年
二
月

一
〇
日
ｏ
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
刊
。

（
‐５
）

『
長
興
宿
禰
記
」
「改
定
史
籍
集
覧
」
第
二
四
冊
所
収

・
『実
隆
公
記
』
（註

（
２
）
参
照
）。

（
‐６
）

『後
法
興
院
記
』
「増
補
続
史
料
大
成
」

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

影
山
尭
雄
編

『新
編

。
日
蓮
宗
年
表
』
。
平
成
元
年
二
月
三

一
日

・
日
蓮
宗
宗
務
院
刊
。

官
務
左
大
史
は
太
政
官
の
弁
官
局
に
あ
っ
て
宮
中
の
庶
政
を
務
め
る
役
職
で
、
太
政
官
の
実
務
担
当
官
で
あ
る
。

以
上
の
晴
富
に
関
す
る
記
述
は
、
註

（
４
）
『晴
富
宿
禰
記
』
解
題
と
、
安
田
元
久
編

『鎌
倉

。
室
町
人
名
辞
典
』
（昭
和
六
〇
年

一
一
月
二
〇

日

・
新
人
物
往
来
社
刊
）
に
拠
っ
た
。
『晴
富
記
』
明
応
二
年
八
月
八
日
条
に
よ
れ
ば

「予
於
律
院
受
戒
」
と
あ

っ
て
、
晴
富
の
出
家
は
延
徳

二
年
で
は
な
く
、
明
応
二
年
で
あ
ろ
う
。

註

（
４
）
『晴
富
宿
禰
記
』
寛
正
四
年
十
月
二
日
条
の
校
訂
者
労
註
。

同
右

『晴
富
記
』
解
題
。

日
応
の
年
齢
と
僧
正
任
官
の
時
期
は
、
註

（
１
）
所
載
の
拙
稿

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

『晴
富
記
』
文
明
十
年
正
月
二
十
四
日

ｏ
同
二
月
五
日
・
同
十
二
年
二
月
二
十
五
日
条
な
ど
。

『
晴
富
記
』
明
応
二
年
七
月
十
四
日
条
に
、
晴
富
夫
婦
が
宝
憧
三
昧
寺
の
墳
墓
に
参
詣
し
た
記
事
が
あ
り
、
現
在
も
壬
生
寺

（宝
憧
三
昧
寺
）

に
壬
生
家
の
墓
が
あ
る
。

（
２５
）

『晴
富
記
』
延
徳
四
年
六
月

一
日
条
。

（
２６
）
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
学
は
す
で
に

『
妙
蓮
寺

・
本
能
寺
両
門
和
合
決
』
を
著
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
未
だ
両
山
は
義
絶
状
態
で
あ

っ

た
。
日
応
が
日
学
ら
を
招
い
た
の
は
、
和
解
交
渉
の
場
を
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

『職
原
抄
』
は
北
畠
親
房
が
著
し
た
二
巻
の
有
職
故
実
書
。

『
三
体
詩
』
は

『唐
賢
三
体
詩
法
』
の
略
称
。
フ
一体
唐
詩
』
と
も
い
い
、
日
本
で
は
室
町
時
代
に
翻
刻
さ
れ
て
流
布
し
た
。

『文
選
表
序
』
と
は
、
『文
選
』
の

「
表
」
と

「序
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
『文
選
』
は
梁
の
昭
明
太
子
が
編
ん
だ
三
十
巻

（後
に
六
十
巻
）

詞
華
集
で
、
わ
が
国
で
も
知
識
人
の
必
読
書
と
さ
れ
た
。
内
容
は

「賦

・
詩

・
騒

・
七

・
詔
…
…
」
等
の
二
十
七
体
に
分
類
し
て
あ
る
が
、

24  23  22  21  20 19  18  1729  28  27
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の
中
に

「表
」
と

「序
」
も
あ
る

（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻

・
昭
和
六
〇
年
岩
波
書
店
刊
、
『
日
本
漢
文
学
大
事
典
』
近
藤
春
雄
著

・

昭
和
六
〇
年
明
治
書
院
刊
）。

（
３０
）

『法
華
大
綱
』
と
は
最
澄
著

『法
華
経
二
十
八
品
大
意
』
２

巻
）
の
別
称
。
『法
華
経
諸
品
大
意
』
『
法
華
諸
品
大
意
』
『法
華
二
十
八
品
大
意
』

『法
華
経
大
意
』
『法
華
経
品
々
大
意
』
『法
華
大
意
』
と
も
い
う
。

こ
の
書
に
つ
い
て
は
不
明
。

糸
久
宝
賢

「室
町
時
代
京
都
日
蓮
教
団
と
貴
族
」
「
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
九
号
所
載
。
昭
和
五
七
年
三
月
二

一
日

・
立
正
大
学
日
蓮
教

学
研
究
所
刊
。
同
氏
著

『京
都
日
蓮
教
団
門
流
史
の
研
究
』
平
成
二
年
二
月
二
〇
日
・
平
楽
寺
書
店
刊
に
改
稿
再
録
。

註

（
４
）
『晴
富
宿
禰
記
』
解
題
所
引
。

註

（
１
）
の
拙
稿
参
照
。

高
橋
康
夫

『洛
中
洛
外
―
環
境
文
化
の
中
世
史
』
（
イ
メ
ー
ジ

・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
叢
書
）
昭
和
六
三
年
二
月

一
八
日
・
平
凡
社
刊
。　
〓
二
八
頁
。

貼
紙
あ
る
も
省
略
す
。

『晴
富
記
』
文
明
十
年
二
月
五
日
条
。

同
右
、
文
明
十

一
年
二
月
十
五
日
条
。
長
老
に
は
禅
宗
や
律
宗
で
い
う

一
寺
の
住
職
と
い
う
意
味
が
あ
り

（『広
辞
苑
」
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典

〈歴
史
篇
〉
し
、
当
時
法
華
宗
で
も
住
職
の
住
む
方
丈
を
長
老
坊
と
称
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は

『
竜
華
秘
書
』
中
の

「
日
具
十
九
ケ
条
」

翁
日
蓮
宗
宗
学
全
書
」
第

一
九
巻

・
九
四
頁
）
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
『
長
興
宿
禰
記
』
（註

（
１５
と

文
明
十
八
年
八
月
二
十

一
日
条
に
は
、

妙
蓮
寺
の

「
長
老
坊
」
と
あ
る
。

（
３９
）

『晴
富
記
』
文
明
十

一
年
二
月
二
十
四
日
・
同
二
十
九
日
条
。

（
４０
）
註

（
１３
）

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

（
４‐
）
日
忠
の
事
蹟
に
つ
い
て
は

『法
華
宗
宗
門
史
』
（昭
和
六
三
年
九
月

一
二
日
ｏ
法
華
宗
宗
務
院
刊
）

一
八
八
～
九
二
頁
に
詳
し
い
の
で
詳
述
し

な
い
。

（
４２
）

『妙
蓮
寺

ｅ
本
能
寺
両
門
和
合
決
』
註

（
１２
）
・
『妙
蓮
寺
祖
師
記
』
翁
日
蓮
宗
宗
学
全
書
」
第
二
三
巻

〈史
伝
旧
記
部
六
〉
）

ｏ

『
両
山
歴

譜
』
（
日
唱
本
）

・
『
両
山
歴
譜
写
書
継
稿
』

・
『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』
（昭
和
五
七
年

一
〇
月

一
二
日

・
大
本
山
妙
蓮
寺
刊
）。

（
４３
）

『妙
蓮
寺
祖
師
記
』

・
『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』

（
４４
）

『
両
山
歴
譜
』
は
東
京
大
学
史
料
篇
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
る

（原
本
は
大
本
山
本
能
寺
蔵
）。
類
文

『
両
山
歴
譜
写
書
継
稿
』。

（
４５
）
松
井
日
宏
編

『法
華
宗
法
式
作
法
要
典
』
（昭
和
三
〇
年
九
月
二
〇
日
・
大
本
山
本
能
寺
出
版
部
刊
）
所
収
。
松
本
日
宗

『
日
蓮
大
聖
人
法
則

解
説
』
（昭
和
五
四
年
八
月
八
日

・
法
華
宗
宗
務
院
刊
）
解
題
。

（
４６
）
註

（
４２
）

（
４７
）

『法
華
宗
年
表
』
（昭
和
四
七
年
五
月
二
三
日

ｏ
法
華
宗
宗
務
院
刊
）。

（
４８
）

『史
料
綜
覧
』
巻
八

（延
徳
元
年
四
月
十
日
条
）

。
「大
日
本
史
料
」
第
八
編
之
二
十
七

（延
徳
元
年
四
月
十
日
条
）。

（
４９
）

『後
法
興
院
記
』
と

『実
隆
公
記
』
の
明
応
五
年
六
月
二
十
四
日
条
。

（
５０
）

『実
隆
公
記
』
（明
応
五
年
六
月
二
十
五
日
条
）

。
『後
法
興
院
記
』
（明
応
五
年
六
月
二
十
七
日
条
）
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

（
５‐
）
本
国
寺
の
返
答
は
、
兼
倶
が
相
手
に
し
な
か
っ
た
と
い
う

（影
山
尭
雄
編

『新
編

ｏ
日
蓮
宗
年
表
し
。

（
５２
）

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上

・
『法
華
宗
宗
門
史
』

（
５３
）

『新
編

。
日
蓮
宗
年
表
』

ｏ
『法
華
宗
年
表
』

ｏ
『富
士
年
表
』

（
５４
）

『
日
宗
龍
華
年
表
』

（
５５
）
以
上
、
『龍
華
秘
書
」
「
日
蓮
宗
宗
学
全
書
」
第

一
九
巻
、
八
七
頁

・
一
四
六
頁
。
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（
５６
）
同
右
、　
一
四
八
頁
。
『
新
編

。
日
蓮
宗
年
表
』

・
『法
華
宗
年
表
』
も
同
じ
。

（
５７
）
三
十
番
神
に
関
す
る

『晴
富
記
』
の
記
事
は
、
こ
の
後
の
十
三
日
条
に
も
見
え
る
。

（
５８
）
高
橋
康
夫

『京
都
中
世
都
市
史
研
究
』
（昭
和
五
八
年

一
二
月
二
〇
日
・
思
文
閣
出
版
刊
）
二
六
五

ｏ
六
頁
。
同
氏

『洛
中
洛
外
』
（
註

（
３５
ビ

一
〇
六

・
七
頁
。

（
５９
）
治
部
卿
の
こ
と
は

『
晴
富
記
』
文
明
十

一
年
二
月
二
十
九
日
条
に
見
え
る
だ
け
で
、
史
料
が
不
十
分
な
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
寺
僧
の
数
に
入

れ
な
か
っ
た
。

（
６０
）

『晴
富
記
』
文
明
十

一
年
四
月
五
日
条
に

「中
興
加
賀

ｏ
主
計
両
入
道
等
」
と
あ
る
。

（
６‐
）

『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』

一
四
七
頁
、
『法
華
宗
宗
門
史
』

一
八
二
頁
。
『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
の
二
四

一
頁
に
は

「応
永
の
末
年
、
日
慶
三
十
才

前
後
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
あ
る
。

（
６２
）

「
日
蓮
宗
宗
学
全
書
」
第

一
八
巻

（史
伝
旧
記
部

一
）、　
一
〇
五
頁
。
三
浦
成
雄

「御
伝
記
類
に
み
え
る
日
隆
聖
人
像
の
変
遷
」
翁
法
華
思
想

と
日
隆
教
学
』
昭
和
五
四
年

一
一
月
二
〇
日
・
法
華
宗
興
隆
学
林
刊
）
所
収
、
四
六
五
頁
。
『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』
五
九

。
六
〇
頁
。

（
６３
）
史
料
Ａ
に
は

「庭
田
大
納
言
入
道
猶
子
」
と
あ
る
。

（
６４
）

『尊
卑
分
泳
』
第
二
篇

（「新
訂
増
補
国
史
大
系
」
黒
板
勝
美

・
国
史
大
系
編
修
会
編
、
昭
和
五
二
年

一
一
月

一
〇
日
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
三

九
四

・
五
頁
。

（
６５
）

『妙
蓮
寺
記
』
所
収

（「大
日
本
史
料
」
第
九
編
之

一
、
永
正
五
年
九
月
二
十
二
日
条
、
三
二

一
０
二
頁
）
。

（
６６
）

『実
隆
公
記
』
の
本
能
寺
理
乗
日
護
は
、
「本
能
寺
文
書
」
の
本
能
寺
大
衆
連
署
契
約
状

（天
文
十
二
年
）
の
筆
頭
に
あ
る
署
判

「
日
護
」
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
天
文
十
二
年
時
の
日
護
は
相
当
な
高
齢
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
６７
）
糸
久
宝
賢
氏
も

『京
都
日
蓮
教
団
門
流
史
の
研
究
』
（註

（
３２
）
参
照
）
六
九
頁
に

「妙
蓮
寺
日
雅

（
日
護
■
ご

と
記
し
、
七
三
頁
に

「
妙
蓮

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち

寺
　
（
日
応

。
日
雅

・
常
住
院
と

「
理
乗
日
護
」
と
記
し
、
七
七
頁
に
は

「
理
乗
日
護
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
宗
の
僧
と
の
み
記
さ
れ
、
所
属
の

寺
院
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
妙
蓮
寺
の
僧
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
日
雅
、
妙
蓮
寺
日
護
、
理
乗
日
護
に
つ
い
て
思
案
さ
れ
た
様

子
が
窺
わ
れ
る
。
刊
本

『晴
富
宿
禰
記
』
明
応
四
年
正
月
二
十
八
日
条
の

「亜
相
息
」
の
校
訂
者
註
記

「
（
日
護
と

は
、
お
そ
ら
く

『
尊
卑
文

詠
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
６８
）

『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』

・
『両
山
歴
譜
写
書
継
稿
』

・
『両
山
歴
譜
』
（
日
唱
本
）。
妙
蓮
寺
の
歴
代
は
日
応
の
次
が
日
忠
と
な
っ
て
い
る
が
、

日
忠
は
遷
化
後
に
鴻
徳
に
よ
っ
て
歴
祖
に
列
せ
ら
れ
、
法
運
中
興
と
崇
め
ら
れ
た
も
の
で
、
実
際
は
日
応
の
次
は
日
盛
と
な
っ
て
い
る
。

（
６９
）

『法
華
宗
年
表
』

・
『新
編

ｏ
日
蓮
宗
年
表
』

（
７０
）
影
山
尭
雄

『
日
蓮
宗
教
団
史
概
説
』
（昭
和
三
四
年

一
〇
月

一
三
日

・
平
楽
寺
書
店
刊
）
三
二
頁
、
『
日
蓮
教
団
全
史
』
上

一
二
三
頁
。

（
７‐
）
福
原
日
事

「
大
本
山
妙
蓮
寺
客
史
」
『大
本
山
妙
蓮
寺
史
』
所
載
。

（
７２
）

「本
能
寺
文
書
」
寛
正
四
年
五
月
十
三
日
付
、
日
隆

・
日
明

・
日
禎
連
署
本
能
寺
法
度
七
カ
条
。
「両
山
式
目
」
と
も
い
う
。

（
７３
）

「妙
蓮
寺
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
。

（
７４
）
拙
稿

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ
い
て
」
註

（
１
）。

（
７５
）

『
宣
胤
卿
記
」
「増
補
史
料
大
成
」

（
７６
）

『後
法
成
寺
関
白
記
』
「
陽
明
叢
書
」

（
７７
）
註

（
３
）

（
７８
）

『法
華
宗
宗
門
史
』
二
四
九
頁
。
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〔付
記
〕

本
稿
は
平
成
三
年
九
月
四
日
、
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
於
い
て

「
晴
富
宿
禰
記
』
に
見
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
せ
る

も
の
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

【参
考
資
料
】

応
師
在
世
中
の
諸
日
記
に
見
え
る
応
師

・
妙
蓮
寺
関
係
記
事
条
項

一
覧

（追
加
）

凡
例
　
０
こ
の

一
覧
は
、
『
興
隆
学
林
紀
要
』
第
五
号
所
載
の
拙
稿

「妙
蓮
寺
日
応
僧
正
に
つ
い
て
」
の
末
尾
に
掲
げ
た
参
考
資
料
の
追
加
で
あ
る
。

②
年
齢
は
筆
者
説
応
師
の
年
齢
。

０
典
拠
は
、
す
べ
て

『晴
富
宿
禰
記
』
で
あ
る
の
で
、
「
所
収
日
記
」
の
項
目
は
省
略
し
た
。

42

年

齢

文
明
１２

・
正

・
２

〃
　

・
正

・
４

一本
明
Ｈ

・
４

ｏ
２４

〃

　

●

４

ｏ

２８

〃

　

ｏ

７

ｏ

２６

〃

　

●

７

ｏ

２９

〃

　

●

７

ｏ

３０

″

　

ｏ

９

ｏ

２９

″

　

．

１０

。

２４

寛
正
６

ｏ
９

ｏ
ｌ６

寛
正
４

ｏ
ｌＯ
ｏ
４

条

　

項

年

齢

〃 〃 ″

熙

2

8776

18 15 14 5

延

徳

４

ｏ

４

ｏ

２６

″

　

●

５

ｏ

２２

″

　

●

６

●

３

″

　

●

６

●

４

″

　

●

６

ｏ

６

文
明
１２

ｏ
正

。
５

〃

　

ｏ

２

ｏ

３

条

項

72

年

齢

明
応
５

ｏ
７

ｏ
４

″

　

●

７

ｏ

６

″

　

ｏ

７

ｏ

ｌ０

″

　

ｏ

７

ｏ

ｌ６

明
応
４

ｏ
正

・
６

〃
　

・
正

・
１２

″
　

ｏ
正

・
２６

〃
　

・
正

・
２８

″

　

●

２

ｏ

３０

〃

　

ｏ
３

ｏ
Ｈ

″

　

ｏ

９

ｏ

２３

条

項

文
明
～
明
応
期
に
お
け
る
妙
蓮
寺
の
寺
僧
た
ち
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